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オ
ル
ド

(
斡
魯
采
)
と
藩
鎮

古
同

井

康

血

行

は

じ

め

に

一

人
事
か
ら
見
た
斡
魯
采
所
属
州
牒

二

行
政
・
軍
事
か
ら
み
た
斡
魯
采
所
属
州
豚

三

財
政
か
ら
見
た
斡
魯
染
所
属
州
際

四
湖
海
の
州
牒
制
と
斡
魯
采
所
属
州
際

お

わ

り

に
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は

じ

め

遼
代
史
の
諸
研
究
で
は
、
遼
が
庸
・
五
代
や
激
海
の
諸
制
度

・
紅
舎
の
影
響
を
受
け
た
と
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
大
抵
の
場

合
、
た
ん
な
る
指
摘
に
と
ど
ま
り
本
格
的
な
研
究
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
遼
代
史
の
研
究
が
「
征
服
王
朝
」
あ
る
い
は
少
数
民

族
史
の
説
貼
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
九

l
一
O
世
紀
は
所
謂
唐
宋
饗
革
期
に
あ
た
り
、
遼
に
お
い
て
唐
・
五
代
の
制

度

-
一
枇
舎
が
ど
の
よ
う
に
縫
承
さ
れ
、
饗
化
し
て
い

っ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
九
世
紀
以
降
の
中
国
史
の
全
想
像
を
理
解
す
る
た
め
に
は

(
l
)
 

必
要
不
可
紋
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
覗
鈷
か
ら
、
筆
者
は
先
に
、
燕
雲
十
六
州
の
軍
制
の
考
察
を
通
じ
て
、
遼
の
州
肝
抑
制
が
南
京
遁

・
西

(
2
)
 

京
遁
に
お
け
る
唐

・
五
代
以
来
の
藩
鎮
鵠
制
の
纏
承
の
賓
態
を
明
か
に
し
た
。
ま
た
、
東
京
遁
に
つ
い
て
は
、
激
海
滅
亡
後
に
設
置
さ
れ
た
東

(
3
)
 

一
部
の
地
域
で
激
海
時
代
の
州
豚
制
が
行
わ
れ
た
と
論
じ
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
前
者
は
後
晋
か
ら
の
割
譲
、
後
者
は
領

丹
園
の
分
析
か
ら
、



民
を
そ
の
ま
ま
徒
す
こ
と
に
よ
り
遼
の
支
配
下
に
入
っ
た
も
の
で
、
遼
に
服
属
す
る
以
前
の
髄
制
を
維
持
し
や
す
い
状
況
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

た
だ
し
遼
の
州
懸
は
こ
れ
以
外
の
地
域
に
も
擦
が
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
つ
い
て
も
唐

・
五
代
あ
る
い
は
溺
海
の
制
度

・
祉
舎
と
の
閲

ま
た
前
稿
の
成
果
を
ふ
ま
え
遼
の
州
豚
支
配
の
一
端
を
明
か
に
し
て
い
き
た
い
。

係
を
明
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
上
京
遁
・
中
京
遁
に
卓
越
す
る
斡
魯
采
所
属
州
豚
の
制
度
を
中
心
に
考
察
を
行
い
、

さ
て
、
斡
魯
乃
木
所
属
州
牒
と
は
、
『
遼
史
』
の
地
理
志
等
に
「
属
某
宮
」
と
記
遇
さ
れ
て
い
る
州
燃
を
さ
す
。
斡
魯
采
は
従
来
の
研
究
で
は

か
が
争
黙
と
な
っ
て
い
る
。

皇
帝
の
私
領
・
私
民
と
い
う
性
格
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
斡
魯
采
所
属
州
牒
に
つ
い
て
も
皇
帝
の
私
領
・
私
民
と
い
え
る
の
か
否
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斡
魯
乃
木
所
属
州
牒
を
皇
帝
等
の
私
領
と
と
ら

え
る
考
え
は
、
津
田
左
右
吉
氏
が
論
じ
て
以
来
、

61 

ほ
ぽ
定
説
と
な
っ
て
お
り
、
箭
内
亙
氏
、
島
田

田
村
{
貫
造
氏
、
陳
述
氏
な
ど
大
字
の

研
究
者
が
、
細
部
に
お
い
て
は
意
見
を
異
に
し

(
5
)
 

て
い
る
も
の
の
、
こ
の
説
を
支
持
し
て
い
る
。

正
郎
氏
、

<r遼史J311奇術志上による)

こ
れ
ら
諸
研
究
の
う
ち
、
州
豚
制
全
韓
の
中
で

斡
魯
采
所
属
州
豚
を
論
じ
た
の
が
島
田
正
郎
氏

と
田
村
賓
造
氏
の
研
究
で
あ
る
。
雨
氏
は
ま
ず
、

遼
の
州
燃
を
そ
の
成
立
事
情
か
ら

(
1
)
頭
下

州

(
2
)
斡
魯
采
所
属
州
牒

(
3
)
奉
陵
州

(
4
)
南
極
密
院
所
属
の
州
勝
、

の
四
種
類
に
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分
類
す
る
。
そ
し
て
、
頭
下
州
が
諸
史
料
に
よ
り
臣
下
の
私
領

・
私
民
で
あ
る
こ
と
が
碓
認
で
き
る
の
で
、
皇
帝
も
同
様
に
私
領
・
私
民
を
も

っ
と
考
え
、
そ
れ
が
斡
魯
采
所
属
州
燃
で
あ
る
と
見
な
す
。
ま
た
、

十本
陵
州
は
皇
帝
陵
の
陵
戸
と
い
う
性
格
を
持
つ
も
の
と
は
山

南
極
密
院
所

(7
)
 

屈
の
州
牒
は
、
唐
以
来
の
中
園
の
州
豚
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
雨
氏
は
、

(
1
)
l
(
3
)
は
次
第
に
「
国
家
」
の
管
理
に
移
さ
れ
て
行

き
、
最
終
的
に
は

(
4
)
と
嬰
わ
り
の
な
い
も
の
と
な
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
斡
魯
来
所
属
州
豚
に
つ
い
て
は
、
聖
宗
朝
以
降
、
皇

Mm
を
は
じ
め
と
し
た
斡
魯
染
の
主
と
の
私
的
な
結
び
つ
き
が
希
薄
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
州
豚
は、

皇
帝
の
采
邑
に
特
化
し
て
い

っ
た
、
と
遮
べ

て
い
る
。

こ
れ
に
封
し
楊
若
破
氏
は
、
斡
魯
染
所
属
州
牒
は
皇
帝
等
の
私
領

・
私
民
で
は
な
く
、
「
国
家
」
の
管
理
下
に
あ
っ
た
と
論
じ
る
。
こ
こ
で

は
、
斡
魯
来
所
属
州
牒
の
住
民
が
斡
魯
采
に
隷
属
す
る
非
自
由
民
で
は
な
く
、
良
民
で
あ
る
こ
と
の
誼
明
に
力
黙
が
置
か
れ
て
い
る
。
楊
氏
は

ま
ず
、
各
斡
魯
染
に
所
属
す
る
州
燃
の
設
置
年
代
が
、
あ
る
い
は
そ
の
斡
魯
染
の
成
立
以
前
で
あ

っ
た
り
、
は
る
か
に
後
の
時
代
で
あ

っ
た
り

と
ば
ら
つ
き
が
あ
る
こ
と
を
根
擦
に
、
斡
魯
乃
木
所
属
州
牒
と
皇
帝
等
と
の
聞
の
私
的
関
係
を
否
定
す
る
。
ま
た
、
軍
事
、
行
政
に
関
し
て
斡
魯
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采
所
属
州
豚
も
南
極
密
院
所
属
の
州
豚
と
同
じ
扱
い
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
こ
の
黙
に
閲
し
て
は
、
聖
宗
朝
以
降
に
つ
い
て
の
従
来
の
説
と
共

過
し
て
い
る
が
、
楊
氏
は
遼
代
を
通
じ
て
の
も
の
で
あ

っ
た
と
と
ら
え
て
い
る
。
さ
ら
に
斡
魯
染
と
所
属
州
燃
の
聞
の
経
済
的
関
係
も
否
定
し
、

従
来
の
「
采
邑
説
」
を
も
退
け
て
い
る
。
結
局
、
斡
魯
染
所
属
州
際
は
所
属
斡
魯
染
に
針
し
て
後
役
を
負
捻
す
る
の
み
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
も

(8
)
 

「
国
家
」
が
管
理
し
て
い
た
、
と
結
論
す
る
。

筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
、
斡
魯
染
所
属
州
牒
が
各
斡
魯
乃
木
に
隷
し
た
経
緯
に
つ
い
て
検
討
し
、
建
置
年
代
の
ば
ら
つ
き
は
斡
魯
染
の
相
綴
過

(
9
)
 

程
で
起
き
た
こ
と
を
明
か
に
し
た
。
し
た
が

っ
て
、
あ
る
時
期
に
斡
魯
染
所
属
州
際
の
整
理

・
再
分
配
が
な
さ
れ
、
そ
の
た
め
斡
魯
采
と
所
属

州
豚
の
関
係
が
希
薄
と
な
っ
た
と
す
る
従
来
の
研
究
は

(楊
氏
の
見
解
も
ふ
く
め
て
再
検
討
を
要
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
斡
魯
染
所
属
州

牒
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
、
皇
帝
の
私
領
か
否
か
が
問
題
の
中
心
で
あ

っ
た
た
め
に
、
見
落
と
さ
れ
て
き
た
鈷
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
南
極
密
院
所

腐
の
州
豚
」
と
は
如
何
な
る
州
豚
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
中
で
「
南
極
密
院
所
属
の
州
豚
」
は
中
園
の
州
鯨
制
と
さ



れ
、
「
中
国
的
中
央
集
権
制
国
家
」
の
象
徴
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
先
述
の
ご
と
く
「
南
極
密
院
所
属
の
州
豚
」
と
さ
れ
る
、

南
京
遁
と
東
京
遁
の
州
牒
は
、
そ
の
あ
り
方
を
異
に
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
ひ
と
括
り
に
し
て
考
え
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。
と
く
に
燕
雲
十

六
州
に
お
い
て
は
、
藩
鎮
韓
制
と
い
う
必
ず
し
も
中
央
集
権
と
は
言
い
が
た
い
龍
制
を
縫
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
斡
魯
染
所

属
州
懸
の
考
察
に
お
い
て
は
、
唐
・
五
代
以
来
の
藩
鎮
髄
制
や
激
海
の
州
牒
制
と
の
関
係
を
明
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
議
論
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
、
斡
魯
来
所
属
州
豚
を
人
事
、
行
政
、
軍
事
、
財
政
の
各
方
面
か
ら
、
唐

・
五
代
の
州
豚
制
(
つ
ま
り

藩
銀
程
制
)
や
溺
海
の
州
師
抑
制
の
縫
承
ま
た
は
相
違
に
つ
い
て
留
意
し
な
が
ら
論
じ
、
遼
の
支
配
髄
制
に
お
け
る
斡
魯
采
所
属
州
燃
の
位
置
づ

け
を
明
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

人
事
か
ら
見
た
斡
魯
采
所
属
州
牒

も
し
斡
魯
来
所
属
州
豚
を
私
領
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
事
に
閲
し
て
嘗
該
斡
魯
呆
と
密
接
な
関
係
が
み
ら
れ
る
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は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
は
じ
め
に
斡
魯
染
所
属
州
燃
の
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
人
物
の
官
歴
お
よ
び
出
自
を
中
心
に
考
察
し
、
同
時
に
人
事
権
の

所
在
に
つ
い
て
も
検
討
し
よ
う
。

ま
ず
、
長
官
の
人
事
で
あ
る
が
、
結
論
か
ら
言
、
っ
と
、
斡
魯
采
所
属
州
牒
も
そ
の
他
の
州
豚
と
際
立

っ
た
差
異
は
み
ら
れ
な
い
。
下
に
例
を

あ
げ
て
お
く
(
官
名
の
後
に
括
弧
が
あ
る
も
の
は
、
赴
任
地
の
州
豚
が
首
該
斡
魯
采
に
所
属
す
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
官
歴
は
行
論
に
必
要
な
も
の
の
み
を

懇
げ
た
)
。

越
思
温

〔
太
宗
靭
〕
建
州
節
度
使

(永
奥
富
)上
岡
京
留
守
|
錦
州
節
度
使

(弘
義
{
呂
)

遼
史

〈 九

王ノぺ
裕皆

雲母

王
裕

〔感
度
中
〕
慮
龍
箪
節
度
街
内
馬
歩
軍
都
指
揮
使
順
州
刺
史
人
景
宗
朝
〕
宜
州
節
度
使
(
積
慶
{呂)

松
山
州
刺
史
|
鏡
州
節
度
使

(延
慶
宮
)

信
州
節
度
使
|
開
州
節
度
使
|
錦
州
節
度
使
(
弘
義
{
呂
)
|
北
宰
相

〈「
粛
抱
魯
墓
誌
」〉

知
鏡
州
節
度
使
事

(延
慶
{呂)
|
乾
州
節
度
使
(
長
寧
、
積
慶
宮
)
|
〔
重
配
…
元
年
〕
知
義
坤
州
節
度
使
事

(
長
寧
宮

)l
白
川
州
節
度

一粛
他
魯
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耶
律
{一示
允
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使

(文
忠
王

-
m
l知
錦
州
事

(弘
義
{品

)
1宜
州
節
度
使

(街
慶
{昂)
|
龍
化
州
節
度
使

(彰
慾
{呂
)

乾
川
節
度
使

(崇
徳
{
呂
)
義
坤
州
節

度
使

(長
受
白
)|
判
遼
州
市
中

(長
笠
臼
)
!
蔚
州
節
度
使
i
判
宜
州
事
(
償
度
呂
)
|
白
川
州
節
度
使

(文
忠
王
府
)
|錦
州
節
度
使

(弘
義

呂
)|〔
清
市
中
初
〕
南
宰
相
判
蔚
州
節
度
使
|
判
西
京
留
守
判
額
州
事

(
長
寧
、
積
慶
{
呂
)
粂
山
陵
都
部
署
|〔
清
寧
一

O
年
〕
判
鏡
州

節
度
使
事

(延
度
{
呂
)

〈「
耶
律
宗
允
墓
誌
」
〉

い
ず
れ
の
人
物
も
斡
魯
染
所
属
州
豚
と
そ
う
で
な
い
地
域
の
官
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
異
な
る
斡
魯
染
に
所
属
す
る
州
懸
の
官
に
任

ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
こ
れ
は
、
長
官
の
人
事
に
お
い
て
は
斡
魯
采
所
属
川
将
で
あ
る
か
否
か
が
、
と
く
に
意
識
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
示
す
。

つ
ぎ
に
出
自
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
越
思
温
は
李
耳
目
の
平
州
刺
史
で
、
太
-岨
の
時
に
夜
一
に
降

っ
た
人
物
で
あ
る
。
王
裕
は
河
北
の
節
度
使

の
一
族
で
、
族
内
の
紛
争
に
よ
り
還
に
亡
命
し
て
き
た
者
の
子
孫
で
あ
る
。
こ
の
雨
名
に
つ
い
て
は
特
定
の
斡
魯
染
と
の
関
係
の
有
無
を
知
る

- 64一

た
め
の
手
が
か
り
は
管
見
の
限
り
で
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
の
官
歴
か
ら
考
え
て
特
定
の
斡
魯
采
と
の
関
係
は
な
か

っ
た
と
み
る
べ

き
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
王
裕
と
宜
州
の
聞
に
は
祖
父
以
来
の
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
。
王
裕
の
祖
父
王
郁
の
博
が

『遼
史
』
七
五
に
み
え

る
。
そ
こ
に
は
、
王
郁
は
義
武
軍

(易
定
)
節
度
使
王
庭
直
の
子
で
、
遼
の
太
組
に
蹄
属
し
て
、
各
地
を
勝
戦
し
湖
海
征
服
後
に
宜
州
節
度
使

と
な
り
、
宜
州
で
浸
し
た
と
あ
る
。
ま
た
、
宜
州
の
建
置
に
つ

い
て

『遼
史
』
三
九
地
理
志
三
に
は
、
「
興
宗
定
州
倖
戸
を
以
て
州
を
建
つ
」

と
あ
り
、
宜
州
が
定
州
の
符
戸
を
中
心
と
し
て
置
か
れ
た
こ
と
が
控
目
さ
れ
る
。
地
理
志
で
は
興
宗
が
置
い
た
と
あ
る
が
、
興
宗
朝
に
宋
の
領

内
か
ら
人
戸
を
略
奪
し
た
事
賓
は
な
く
、
ま
た
王
都
俸
の
記
事
か
ら
み
て
、
宜
州
は
太
租
朝
に
定
州
の
倖
戸
を
中
心
と
し
て
置
か
れ
た
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
王
郁
の
宜
州
節
度
使
へ
の
任
命
は
、
王
郁
が
義
武
箪
節
度
使
の
子
で
、
定
州
と
閥
り
が
深
い

こ
と
が
理
由
と

考
え
ら
れ
る
。
宜
州
の
民
と
王
氏
の
聞
に
定
州
時
代
以
来
の
閥
係
が
維
持
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
王
裕
の
宜
州
節
度
使
就
任
は
、

こ
の
閥
係
を
考

慮
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、

粛
砲
魯
は
自
身
及
び
曾
祖
父
が
北
宰
相

(北
府
宰
相
)
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
園
男
の
一
族
と
み

な
せ
る
の
で
、
特
定
の
斡
魯
采
と
の
関
係
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
耶
律
宗
允
の
出
自
は
注
目
に
値
す
る
。
彼
の
父
は
敦
陸
宮
の
建
置



者
で
あ
る
耶
律
隆
慶
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
敦
睦
宮
と
聞
係
の
深
い
人
物
と
す
る
こ
と
に
異
存
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
は
敦
陸
宮
に

開
わ
る
官
に
任
ぜ
ら
れ
ず
、
か
え
っ
て
他
の
斡
魯
染
に
属
す
る
州
豚
の
官
を
歴
任
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
斡
魯
来
所
属
州
豚
の
長
官
の
人
事
に

お
い
て
、
斡
魯
采
と
の
閥
係
が
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
年
代
的
に
み
た
場
合
も
越
思
温
の
事
例
の
ご
と
く

遼
初
か
ら
上
述
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
島
田
氏
・
田
村
氏
が
推
測
さ
れ
て
い
た
、
聖
宗
朝
以
前
と
以
降
で
の
斡
魯
染
所
属
州
燃
の

性
格
の
壁
化

(
皇
帝
の
私
領

・
私
民
か
ら
「
園
家
」
の
管
理
へ
)
も
み
と
め
ら
れ
な
い
。

長
官
の
人
事
権
の
所
在
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
「
劉
縫
文
墓
誌
」
に
は
、
北
漢
の
宗
室
で
あ
っ
た
劉
縫
文
が
北
漢
滅
亡
後
(
遼
景
宗
の
乾
亨

一
冗
年
)
に
遼
に
亡
命
し
た
直
後
に

「
佐
命
功
臣
、
北
京
留
守
、
河
東
節
度
、
管
内
観
察
鹿
置
等
使
、
粂
政
事
令
、
太
原
予
、
上
柱
園
、
彰
城
郡

王
、
知
昭
徳
軍
節
度
事
、
食
邑
八
千
戸
、
食
賓
封
七
百
戸
」
を
「
勅
授
」
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
勅
授
と
は
、
本
来
六
品
以
下
の
官
階
を

持
つ
者
を
五
品
以
上
の
職
事
官
に
つ
け
る
場
合
に
、
宰
執
が
進
擬
し
皇
帝
の
裁
可
を
、
つ
け
て
任
命
す
る
こ
と
を
さ
す
。
ま
た
、
劉
縫
文
の
賞
際

の
差
遣
で
あ
る
知
昭
徳
軍
節
度
事
は
、
こ
の
嘗
時
は
永
興
宮
に
所
属
し
て
い
た
溶
州
の
長
官
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
斡
魯
采
所
属
州
燃
の
長

官
の
人
事
を
「
国
家
」
が
行
い
え
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
も
っ
と
も
、
斡
魯
染
の
主
に
賓
際
の
人
事
権
が
あ
っ
て
、
「
国
家
」
が
こ
れ
を
追
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認
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
劉
繕
文
の
出
自
か
ら
考
え
て
、
氷
興
宮
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
と
は
考
え
が
た
く
、
こ
の
事
例
で

の
賓
質
的
な
人
事
権
は
「
園
家
」
に
属
し
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

ま
た
、
斡
魯
来
所
属
州
牒
の
長
官
は
左
遷
人
事
に
も
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
『
遼
史
』
九
七
楊
績
停
に
「
南
院
植
密
副
使

に
累
遷
す
。
杜
防
、
韓
知
白
等
と
檀
に
進
士
の
堂
帖
を
給
し
、
長
寧
軍
節
度
使

(川
州
、
崇
徳
{
自
に
隷
す
)
に
降
さ
る
」
と
あ
る
。
左
遷
人
事
、

と
く
に
中
央
官
の
そ
れ
は
、
「
国
家
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
斡
魯
染
が
そ
れ
に
関
わ
る
絵
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
も
し
あ
る
と

宗す
紀れ
三ば

重罷
照克
ーさ
九れ
年て
ーポ
ース
月ト
壬の
子な
(1)¥ハ

僚獄
は態

南 t
府る
宰官
相僚
韓を
知斡
白魯
を染
出が

主宮
EZ 
宴場
~p 会予

度 44

?を
第九

L楊

桓要
書云
回IJ 草草

使?で
楊二
績二
を v

て
長
寧 『
箪遼
節史
度 」

使 二
と O
し興
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翰
林
拳
士
王
鋼
を
浮
州
刺
史
と
し
、
張
宥
を
徽
州
刺
史
と
し
、
知
制
詰
周
白
を
海
北
州
刺
史
と
す
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
か
ら
楊
績
は
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慌
密
副
使
罷
克
と
同
時
に
川
州
節
度
使
を
輿
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
時
に
底
分
を
受
け
た
官
僚
た
ち
は
、
斡
魯
染
と
は
無
関
係

の
川
の
官
に
左
遷
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
人
事
に
閲
し
て
斡
魯
染
が
介
在
す
る
絵
地
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、

場
績
は
「
国
家
」
の
任
命
で
斡
魯
染
所
属
州
豚
の
長
官
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、

三
司
使
の
劉
六
符
は
川
州

(
阜
市
徳
宮
)
に

(『遼
史
』

八
六
劉
六
符
停
)、
南
面
林
牙
の
粛
余
里
也
は
顛
州
に

(『遼
史
』

一
前
余
里
也
停
)
そ
れ
ぞ
れ
左
遷
さ
れ
た
事
例
な
ど
が
み
ら
れ
、
楊
績
の
事

例
が
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
先
述
の
劉
縫
文
の
事
例
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
長
官
の
人
事
は
、
遼
代
を
通
じ
て
斡

魯
染
所
属
州
豚
も
他
の
州
燃
と
ほ
ぼ
同
等
の
扱
い
を
受
け
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

つ
ぎ
に
州
燃
の
下
僚
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
長
官
の
人
事
と
同
様
に
斡
魯
采
所
属
州
燃
と
そ
れ
以
外
の
州
豚
の
官
に
相
互
に
任
用
さ

れ
る
事
例
が
数
多
く
検
出
で
き
る
。
例
え
ば
太
平

一
一
年
(
一

O
三一

)
の
進
士
で
あ
る
張
績
は
琢
州
軍
事
判
官
、
懸
州
節
度
掌
書
記
、
説
…
京

管
内
都
商
税
判
官
、
延
慶
宮
漢
児
激
海
都
部
審
判
官
、
{
寸
感
州
金
城
市
林
令
、
白
川
州
観
察
判
官
富
市
徳
{
呂
)
等
を
歴
任
し

(「
張
綴
墓
誌
」
)
、
蜜
〒

鑑
は
遁
宗
朝
か
ら
天
昨
朝
に
か
け
て
、
順
州
軍
事
判
官
、
中
京
内
省
判
官
、
泰
州
幾
康
令

(
延
慶
{
呂
)
、
平
州
節
度
掌
書
記
、
朔
州
観
察
判
官
、
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敦
陸
、
弘
義
、
延
慶
宮
判
官
と
な
っ
て
い
る
(
「
寧
鑑
墓
誌
」
)。

し
か
し
、
「
常
運
化
墓
誌
」
は
興
味
深
い
事
賓
を
傍
え
て
い
る
。
常
運
化
は
覇
州
観
察
判
官
常
賓
嗣
の
子
と
し
て
曾
同
七
年
(
九
四
四
)
に
生

ま
れ
、
感
暦

一
O
年
(
九
六
O
)
に
務
州
文
息
子
参
軍
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
を
か
わ
き
り
に
、
保
寧
元
年
(
九
六
九
)
に
覇
州
締
化
豚
令
、
同
八
(
九

七
六
)
年
、
覇
州
観
察
判
官
、
を
歴
任
し
、
乾
亨
五
年
(
九
八
三
)
に
乾
州
の
新
設
に
と
も
な
い
乾
州
観
察
判
官
と
な
り
、
以
後
、
統
和
五
年

(
九
八
七
)
、
崇
徳
宮
漠
児
都
部
署
判
官
、
同
九
年

(九
九

二
、
乾
州
節
度
副
使
、
同

一
九
年

(一

O
O
一)
、
上
京
軍
巡
使
、
京
内
巡
検
使
、
同

二
四
年

(一

O
O
六
)
朔
州
権
場
都
監
、
同
二
五
年
(
一
O
O
七
)、
遼
西
州
諸
軍
事
、
遼
西
州
刺
史
と
特
選
し
、
統
和
二
六
年
(
一

O
O
八
)
に

浸
し
て
い
る
。
こ
の
経
歴
を
み
る
と
、
常
連
化
は
感
暦
一

O
年
か
ら
乾
亨
五
年
ま
で
覇
州
に
、
乾
亨
五
年
か
ら
統
和

一
九
年
ま
で

の
大
半
を
乾

州
で
過
ご
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
と
く
に
覇
州
は
常
連
化
の
郷
里
と
思
わ
れ
、
在
地
の
有
力
者
が
富
地
の
官
に
就
い
た
と
い
え
そ
う

で
あ
る
。
ま
た
、
乾
州

へ
の
異
動
に
つ
い
て
も
、
乾
州
の
新
設
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
長
く
乾
州
の
官
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
考
え



る
と
、
常
塗
化
は
在
地
性
の
強
い
官
僚
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
同
一
個
所
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
常
遷
化
の
官
歴
の
な
か
で
、
統

和
五
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
の
崇
徳
宮
漢
児
都
部
署
判
官
の
官
は
唐
突
な
印
象
を
受
け
る
。
こ
の
官
は

『
遼
史
』
百
官
志
に
は
み
え
な
い
が
、

「
崇
徳
宮
」
と
い
う
語
を
冠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
が
斡
魯
采
の
官
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
『
遼
史
』
地
理
志
お
よ
び
管

衛
志
に
は
、
乾
州
は
崇
徳
宮
に
所
属
し
て
い
る
と
あ
り
、
こ
の
常
遵
化
の
異
動
は
同
じ
崇
穂
宮
内
で
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
斡
魯
采
所
属
州
豚
の
下
級
の
文
官
に
つ
い
て
は
首
該
斡
魯
采
と
の
関
係
を
意
識
し
た
人
事
が
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
り
え
た
可
能
性
が
あ

る
。
も
っ
と
も
、

つ
ぎ
に
考
察
す
る
人
事
権
の
所
在
か
ら
み
て
、

こ
れ
が
聖
宗
朝
以
前
に
普
遍
的
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、

常
準
化
の
事
例
は
聖
宗
朝
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
は
類
似
の
事
例
は
現
存
す
る
史
料
か
ら
は
見
出
せ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
人
事
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
聖
宗
朝
以
前
に
限
ら
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

下
僚
に
針
す
る
人
事
権
の
所
在
に
つ
い
て
、
政
事
省
(
の
ち
に
中
書
省
)
が
州
牒
の
銀
事
参
軍
・
主
簿
以
下
の
人
事
を
行
、
っ
と
の
記
録
が
見

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
斡
魯
采
所
属
州
燃
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
「
李
内
貞
墓
誌
」
は
興
味
深
い
事

賓
を
惇
え
て
い
る
。
保
寧
一

O
年
(
九
七
八
)
に
墓
誌
が
撰
述
さ
れ
た
時
、

五
男
の
李
環
は
婦
宜
州
観
察
判
官
(
宜
州
は
積
慶
宮
所
属
)
で
あ
っ
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た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
官
名
に
「
撮
」
字
が
冠
せ
ら
れ
る
(
繍
官
)
場
合
、
二
通
り
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
官
員
が
特
殊
な
事

(
同
)

態
に
釘
摩
す
る
た
め
に
便
宜
的
に
他
官
を
粂
領
す
る
場
合
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
昨
召
に
よ
る
任
官
な
ど
の
よ
う
に
、
朝
廷
の
正
式
な
任

(
げ
)

命
を
受
け
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
。
李
環
は
他
官
を
粂
領
し
て
い
た
と
い
う
記
録
が
な
く
、
後
者
の
事
例
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
後
者
の
婿

官
で
は
、
人
事
は
嘗
該
官
爆
の
長
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
李
環
は
宜
州
節
度
使
に
よ

っ
て
補
任
さ
れ
た
と

考
え
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
は
斡
魯
采
所
属
州
懸
の
長
吏
が
、
下
僚
に
封
す
る
{
貫
質
的
な
人
事
権
を
行
使
し
え
た
こ
と
を
一
不
す
。
李
環
の
官
で
あ

る
観
察
判
官
は
、
藩
鎮
の
幕
職
官
と
し
て
知
ら
れ
、
そ
し
て
藩
鎮
健
制
下
で
は
幕
職
官
の
僻
召
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
李
環
の
事
例
は
、

斡
魯
乃
木
所
属
州
豚
が
藩
鎮
韓
制
の
影
響
を
受
け
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
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保
寧
一

O
年
時
黙
の
宜
州
節
度
使
は
前
速
の
王
裕
で
あ
っ
た
。
「王
裕
墓
誌
」
に
は
、
王
裕
が
乾
亨
二
年
(
九
八
O
)
に
宜
州
節
度
使
在
任
中
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に
浸
し
た
と
き
、
彼
の
息
子
の
う
ち
三
人
は
そ
れ
ぞ
れ
宜
州
の
街
内
都
将

(街
内
都
指
揮
使
)
、
山
河
指
揮
使
、
節
院
使
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て

い
る
。
街
内
都
将
や
山
河
指
揮
使
は
、

五
代
の
藩
鋲
に
お
け
る
役
職
名
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
節
度
使
な
ど
の
州
長

(以
下
、
藩

(
凶
)

五
代
の
藩
鎮
に
お
い
て
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

帥
と
絡
す
)
が
子
弟
や
部
曲
を
街
内
都
柏
村

(都
指
輝
使
)
な
ど
の
役
職
に
あ
て
る
の
は
、

山
河
指
俸
使
、
節
院
使
な
ど
は
、
宋
に
お
い
て
は
職
役
に
壁
化
し
て
い
る
の
で
注
意
を
要
す
る
。
も
っ
と
も
、
藩
帥
の
子
供
た
ち
が
職
役
に
つ

(
初
)

い
た
と
は
考
え
難
い
。
宋
の
場
合
と
異
な
り
、
こ
の
時
貼
で
は
、
こ
れ
ら
の
役
職
の
職
役
へ
の
縛
化
は
な
か

っ
た
と
し
て
大
過
あ
る
ま
い
。
こ

こ
に
み
た
よ
う
な
李
環
の
砕
百
と
王
裕
の
息
子
た
ち
の
あ
り
方
か
ら
、
宜
州
は
五
代
藩
鎮
を
モ
デ
ル
と
し
た
支
配
耀
制
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
宜
州
以
外
の
斡
魯
采
所
属
州
豚
で
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

支
配
機
構
に
み
え
る
官
名
や
職
名
に
閲
し
て
、
斡
魯
乃
木
所
属
州
牒
は
藩
鎮
健
制
の
影
響
を
明
か
に
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
は
じ
め
に
明
言
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
統
和
二
四
年

(一

O
O六
)
に
撰
述
さ
れ
た
「
王
郷
墓
誌
」
に
は
、
啓
聖
軍

(儀
坤
州
)
街
内
都
指
揮
使
、
血
ハ

ハhυ

園
軍
(
能
化
州
)
街
内
都
指
揮
使
、
臨
海
軍

(錦
州
)
山
河
指
輝
使
、
重
配
二

三

年

(
一
O
四
四
)
の
銘
の
あ
る

「洛
陽
無
垢
瀞
光
舎
利
塔
石
函

(
幻
)

記
」
に
は
、
節
度
数
線
、
節
度
巡
官
、
通
引
官
、
観
察
判
官

(
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
の
州
の
も
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
他
の
州
の
官
職
の
場
合

そ
の
地
名
を
明
示
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
は
現
地
す
な
わ
ち
溶
州
の
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
)、
昭
徳
軍

(洛
州
)
左
衛
、
奉
先
軍

(額
州
)
推
官
、

ま
た
、
成
権
処

一
O
年

(一

O
七
四
)
の
銘
の
あ
る
「
讐
城
豚
時
家
秦
滞
居
院
舎
利
塔
記
」
に
は
通
引
官
、
都
孔
目
官

(
こ
れ
も
い
ず
れ
の
州
の
も
の

か
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ほ
か
に
み
え
る
官
は
隻
州
築
城
豚
令
、
雌
且
城
師
肺
主
簿
、
墜
州
同
知
な
ど
い
ず
れ
も
隻
州
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
婆
州
の
も

(
幻
)

の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
)
と
い
っ
た
官
名

・
職
名
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
唐

・
五
代
の
藩
鎮
龍
制
を
起
源
に
持
つ
も
の
で
あ
り
、
斡

魯
采
所
属
州
燃
が
そ
の
名
稀
を
そ
の
ま
ま
受
け
縫
い
で
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
運
用
面
に
お
い
て
藩
鎖
健
制
の

影
響
を
受
け
て
い
た
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
具
健
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
官
職
の
人
事
に
ど
れ
だ
け
藩
帥
の
意
志
が
働
き
え
た
の
か
を
検
討
す
る

こ
と
に
な
る
。

興
宗
の
重
県
年
間
(
一
O
三
二
l
一
O
五
五
)
に
建
州
・

漆
州

・
信
州
・

卒
州
節
度
使
、
上
京
留
守
を
歴
任
し
、
清
率
三
(
一

O
五
七
)
年
に



浸
し
た
耶
律
庶
幾
の
墓
誌
(
「
耶
律
庶
幾
墓
誌
」
)
の
銘
記
に
は
「
随
使
左
都
押
街
康
源
」
「
随
使
口
知
客
臭
口
」
「
随
使
内
知
客
劉
作
志
」
と
い
っ

た
銘
が
み
ら
れ
る
。
左
都
押
街
や
知
客
・
内
知
客
は
い
ず
れ
も
藩
鎮
に
お
け
る
役
職
名
で
あ
い
m
v

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
こ
れ
ら
の
役
職
名
の

は
じ
め
に
「
随
使
」
の
二
文
字
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
随
使
」
と
は
、
「
元
従
」
「
親
随
」
等
の
語
と
同
様
、
藩
帥
の
異
動
に
附

き
従
う
部
曲
の
こ
と
を
指
す
の
で
、
こ
れ
ら
の
役
職
を
職
役
と
は
見
な
し
が
た
い
。
耶
律
庶
幾
は
こ
れ
ら
の
部
曲
を
従
え
て
任
地
に
赴
い
た
と

(
鈎
)

考
え
ら
れ
、
彼
ら
は
そ
こ
で
藩
帥
に
よ
っ
て
様
々
な
役
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
彼
の
赴
任
し
た
諸
州
の
う
ち
、
建

州
、
溶
州
は
と
も
に
敦
陸
宮
所
属
の
州
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
宜
州
以
外
の
斡
魯
采
所
属
州
牒
で
も
、
そ
し
て
、
遼
の
後
牢
期
に
お
い
て
も
藩

鎖
的
な
支
配
機
構
が
存
績
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
前
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
南
京
、
西
京
遁
で
は
、
藩
鎮
的
支
配
が
纏
績

(
お
)

し
て
お
り
、
王
氏
支
配
下
の
宜
州
に
お
け
る
人
事
と
同
様
な
事
例
は
枚
奉
に
い
と
ま
が
な
い
。
た
と
え
ば
、
劉
景
は
曾
同
年
間
(
九
三
人
l
九

四
七
)
に
南
京
留
守
趨
延
寄
に
よ
っ
て
幽
都
府
文
撃
に
昨
召
さ
れ
て
い
る
し
(
『遼
史
』
八
六
劉
景
俸
)
、
韓
秩
は
そ
の
伯
父
韓
徳
植
が
卒
州
節
度

69 -

使
の
時
、
街
内
都
指
揮
使
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
(
「
韓
秩
墓
誌
」
)
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
前
述
の
越
思
温
の
よ
う
に
南
京
、
西
京
遁
の
州

と
斡
魯
来
所
属
の
州
の
讐
方
の
藩
帥
と
な
る
者
た
ち
は
、
前
者
の
支
配
程
制
(
つ
ま
り
藩
銀
健
制
)
を
後
者
に
も
導
入
し
た
と
考
え
る
の
が
安
嘗

で
あ
ろ
う
(
宜
州
節
度
使
王
裕
が
以
前
は
南
京
遁
の
順
州
の
刺
史
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
)
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
宜
州
に
限
ら
ず
、
斡

魯
采
所
属
州
豚
は
五
代
の
藩
鎮
健
制
を
モ
デ
ル
と
し
た
と
結
論
で
き
る
。

以
上
に
み
た
よ
う
に
、
人
事
の
面
に
お
い
て
斡
魯
采
所
属
州
燃
は
聖
宗
朝
頃
ま
で
は
所
属
の
斡
魯
呆
と
の
関
係
を
意
識
さ
れ
る
場
合
が
若
干

あ
る
が
、
そ
れ
以
降
は
斡
魯
来
所
属
で
は
な
い
州
豚
と
の
遣
い
は
無
く
な
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
藩
鎮
韓
制
的
な
機
構
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、

斡
魯
染
所
属
州
燃
が
藩
鎮
樫
制
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
が
明
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
藩
帥
た
ち

は
自
己
の
配
下
を
州
牒
の
支
配
に
た
ず
さ
わ
ら
せ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
藩
帥
が
管
内
を
あ
た
か
も
自
己
の
所
領
と
し
て
扱
い
え
た

こ
と
を
示
す
。
し
た
が
っ
て
従
来
い
わ
れ
て
い
た
、
「
斡
魯
采
所
属
州
豚
H

皇
帝
等
の
私
領
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
大
幅
な
修
正
が
必
要
と
な
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ろ
う
。
ま
た
、
耶
律
宗
允
、
粛
抱
魯
、
耶
律
庶
幾
と
い
っ
た
契
丹
人
の
有
力
者
が
節
度
使
な
ど
に
任
命
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。
契
丹
人
の
有
力
者
達
は
、
私
城
あ
る
い
は
頭
下
州
軍
と
呼
ば
れ
る
私
領
を
持
っ
て
い
た
。
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
れ
ら
の
私
領

の
消
長
か
ら
、
遼
の
皇
帝
権
力
の
強
弱
や
中
央
集
権
化
の
程
度
を
量
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
上
に
論
じ
た
よ
う
に
斡
魯
采
所
属
州
牒

あ
る
い
は
そ
の
他
の
州
豚
は
、
藩
鎖
的
な
支
配
健
制
を
通
じ
て
彼
ら
の
所
領
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
の
で
、

皇
帝
権
力
や
中
央

集
権
化
の
問
題
を
明
か
に
す
る
に
は
、
遼
に
お
け
る
藩
鋲
殻
制
の
推
移
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

行
政

・
軍
事
か
ら
み
た
斡
魯
呆
所
属
州
際

人
事
面
の
考
察
の
過
程
で
、
斡
魯
采
所
属
州
牒
が
五
代
の
藩
鎮
を
モ
テ
ル
に
し
て
い
た
こ
と
が
明
か
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
藩
鎮
鰹
制

に
お
け
る
行
政
の
指
海
系
統
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
藩
銭
韓
制
下
に
お
い
て
節
度
使
の
い
る
州
は
使
府
、
節
度
使
の
管
轄
下
に
あ
る
刺
史
州

は
支
郡
と
呼
ば
れ
た
。
そ
し
て
支
郡
は
直
接
中
央
政
府
に
直
属
は
せ
ず
、
上
奏
す
る
場
合
や
中
央
か
ら
の
指
示
を
行
う
場
合
は
使
府
を
介
し
て

行
わ
れ
て
い

M
P
後
耳
目
か
ら
割
譲
を
受
け
た
燕
雲
十
六
州
の
州
に
閲
し
て
は
、
こ
の
使
府
、
支
郡
の
関
係
が
確
認
で
き
る
。
『
遼
史
』

一五
聖

一 70一

宗
紀
六
、
開
泰
元
年

(一

O
二
一
)
三
月
甲
成
の
僚
に
は
、
「
蔚
州
を
以
て
観
察
と
篤
し
、
武
定
軍
に
殺
せ
ず
」
と
あ
る
。
こ
の
史
料
は
刺
史
州

と
し
て
武
定
軍
節
度
使
の
支
郡
で
あ
っ
た
蔚
州
の
観
察
州

へ
の
昇
格
お
よ
び
武
定
軍
と
の
従
属
関
係
の
解
消
を
惇
え
る
も
の
で
あ
り
、
刺
史
州

と
節
度
州
の
聞
に
何
ら
か
の
統
属
閥
係
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
斡
魯
染
所
属
州
豚
に
お
い
て
も
同
様
の
指
揮
系
統
が

見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
お
)

雀
盆
柱
氏
は
斡
魯
采
の
官
で
あ
る
某
宮
使
司
↓
某
宮
漢
人
都
部
署
↓
斡
魯
采
所
属
州
豚
と
い
う
指
律
系
統
を
想
定
し
て
い
る
。
雀
氏
は
根
嫁

を
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
武
玉
環
氏
は
「
韓
欄
墓
誌
」
に
韓
槻
が
彰
慰
宮
都
部
署
の
と
き
(
聖
宗
の
開
泰
年
間
頃
)
の
職
務
と
し
て
「
版
園
を

掌
結
し
、
生
薗
を
無
綬
す
。
四
朝
の
初
衡
に
陪
い
、
数
郡
の
刑
名
を
覆
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
某
宮
都
部
署
が
斡
魯
乃
木
所
属
州
牒

の
戸
籍
、
司
法
を
管
轄
し
て
い
た
と
論
じ
て
い

M
P
彰
慰
宮
都
部
署
が
司
法
を
管
轄
し
て
い
た
「
数
郡
」
と
は
斡
魯
采
所
属
州
燃
と
み
る
の
が

穣
嘗
で
あ
る
か
ら
、
武
氏
の
見
解
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。



し
か
し
、
斡
魯
染
所
属
州
牒
は
常
に
斡
魯
采
の
官
か
ら
指
揮
を
受
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
植
密
院
か
ら
の
指
揮
を
受
け
て
い
た
形
跡
も

み
ら
れ
る
。
『
遼
史
』

一
O
五
大
公
鼎
停
に
は
、

成
薙
十
年

(一

O
七
四
)
進
士
の
第
に
登
る
。
溶
州
観
察
判
官
に
調
せ
ら
る
。
時
に
遼
東
雨
水
稼
を
傷
な
い
、
北
極
密
院
大
い
に
瀕
河
の

丁
壮
を
殻
し
、
以
て
隈
防
を
完
く
せ
ん
と
す
。
有
司
令
を
承
け
峻
急
た
り
。
公
鼎
濁
り
日
く
、
遺
障
甫
め
て
寧
ず
る
に
、
大
い
に
役
事
を

興
す
は
園
を
利
し
農
を
便
と
す
る
の
遁
に
非
ず
、
と
。
乃
ち
其
の
事
を
疏
奏
し
、
朝
廷
之
に
従
い
役
を
罷
む
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
北
極
密
院
が
遼
東
の
河
川
流
域
の
諸
州
豚
よ
り
丁
壮
を
徴
護
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
が
、
且
ハ憧
的
に
ど
の
州
豚
が
釣

象
で
あ
る
か
明
確
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
大
公
鼎
の
赴
任
し
て
い
た
溶
州

(現
在
の
遼
寧
省
洛
陽
市
)
は
、
海
河
に
面
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え

て
徴
護
の
釘
象
と
な
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
大
公
鼎
が
反
釘
意
見
を
上
申
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
溶
州
は
先
述

の
と
お
り
敦
睦
宮
所
属
の
州
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
植
密
院
が
斡
魯
采
所
属
州
牒
に
封
し
て
指
揮
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注

(
初
)

目
す
べ
き
は
、
大
公
鼎
が
反
釘
意
見
を
「
疏
奏
」
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
疏
」
は
皇
帝
に
上
呈
さ
れ
る
文
書
の

一
形
式
で
あ
り
、
さ
ら
に
、

や
は
り
皇
帝
に
釘
す
る
意
志
・
意
見
の
惇
達
を
意
味
す
る
「
奏
」
の
語
と
熟
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
大
公
鼎
の
意
見
は
直
接
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中
央
に
達
し
た
と
み
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
は

『
遼
史
』

一
O
五
馬
人
望
停
に
み
え
る
事
例
と
比
較
す
る
と
、
よ
り
明
確
と
な
ろ
う
。

成
薬
中

(一

O
六
五
1

一
O
七
四
)、
進
士
に
第
し
、
松
山
懸
令
と
矯
る
。
歳
ご
と
に
津
州
の
官
炭
を
運
ぶ
に
、
濁
り
松
山
を
役
す
、
(
馬
)

人
望
中
京
留
守
粛
吐
海
に
役
を
他
邑
と
均
し
く
せ
ん
こ
と
を
請
う
。
吐
津
怒
り
、
吏
に
下
し
、
繋
ぐ
こ
と
幾
ん
ど
百
日
、
復
た
こ
れ
を
引

詰
す
る
も
、
人
望
屈
さ
ず
c

驚
喜
び
て
日
く
、
君
民
の
震
に
す
る
こ
と
此
の
如
し
、
後
に
必
ず
大
い
に
用
い
ら
れ
ん
、
と
。
事
を
以
て
朝

に
聞
し
、
悉
く
請
う
所
に
従
う
。

こ
こ
で
は
松
山
懸
令
で
あ
っ
た
馬
人
望
が
、
ま
ず
中
京
留
守
に
「
請
」
し
、
符
鈴
曲
折
の
後
そ
の
「
請
」
が
朝
廷
に
達
せ
ら
れ
て
い
る
。

『遼
史
』
三
九
地
理
志
三
、
松
山
州
の
僚
の
記
述
か
ら
明
か
な
よ
う
に
、
松
山
鯨
は
松
山
州
の
麗
豚
で
、
松
山
州
は
中
京
大
定
府
の
支
郡
で
あ
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り
、
中
京
と
松
山
懸
は
統
属
聞
係
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
馬
人
望
の
「
請
」
は
一
度
中
京
留
守
を
経
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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ま
た
、
こ
の
史
料
は
、
中
京
遁
に
お
け
る
使
府
、
支
郡
の
関
係
の
存
在
を
示
す
も
の
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
。
さ
て
、
大
公
鼎
の
事
例
の
場
合

も
、
斡
魯
采
に
所
属
州
豚
に
針
す
る
指
揮
権
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
敦
睦
宮
使
(
ま
た
は
敦
陸
宮
都
部
署
)
に
「
請
」
す
る
と
い
う
手
績
き
が
み

ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
「
詰
」
は
行
わ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
大
公
鼎
が

「疏
奏
」
を
行
っ
た
の
は
、

州
か
ら

中
央
へ
直
接
上
奏
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
か
ら
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

大
公
鼎
の
事
例
は
決
し
て
特
例
的
な
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
『
遼
史
』

二
三
遁
宗
紀
三
、
成
薙
八
年
(
一

O
七
二
)
三
月
発
卯
の
僚
に

は
「
有
司
奏
す
ら
く
、
春
、
泰
、
寧
江
三
州
の
三
千
絵
入
信
尼
と
矯
り
、
具
足
の
戒
を
受
け
ん
こ
と
を
願
う
と
、
之
を
許
す
」
と
、
春
、
泰
、

写
江
州
か
ら
有
司
を
経
て
皇
帝
に
封
す
る
上
奏
が
あ
っ
た
事
賓
を
侍
え
て
い
る
。
春
、
泰
雨
州
は
延
慶
宮
所
属
の
州
で
あ
る
…引

率
江
州
は
斡

魯
采
と
は
無
関
係
の
州
で
あ
る
。
ま
た
三
州
は
遼
の
東
北
迭
の
最
前
線
で
あ
り
、
こ
の
上
奏
は
偶
然
、
無
関
係
の
数
州
が
同
内
容
の
具
申
を
し

て
き
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
恐
ら
く
共
通
の
案
件
を
抱
え
た
三
州
が
中
央
に
封
し
て
庭
置
を
請
う
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
こ
こ
で

言
う
有
司
と
は
斡
魯
采
に
係
わ
る
官
聴
で
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
、

『遼
史
』
二
四
遁
宗
紀
四
、
大
康
六
年

(一

O
八
O
)

一
O
月
己
未
朔
の
係
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に
は
「
同
知
庚
徳
軍
節
度
使
事
を
省
く
。
奉
先
軍
節
度
使
に
命
じ
て
粂
ね
て
乾
、
額
二
州
を
巡
警
せ
し
む
」
と
み
え
る
。
奉
先
軍
節
度
は
額
州

の
軍
額
で
あ
る
。
そ
し
て
、
顛
州
は
長
寧
宮

・
積
慶
宮
、
乾
州
は
崇
徳
宮
と
互
い
に
異
な
る
斡
魯
采
に
所
属
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
異
な
る

斡
魯
乃
木
に
所
属
す
る
州
の
警
察
業
務
を
額
州
に
釘
し
て
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
斡
魯
采
が
介
入
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
と
み
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

上
に
み
た
よ
う
に
、
斡
魯
呆
を
介
さ
ず
に
中
央
が
斡
魯
染
所
属
州
腕
仰
を
指
揮
し
え
た
の
は
明
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
中
央

(植
密
院
)
が
斡

魯
乃
木
所
属
州
豚
を
直
接
管
轄
す
る
事
例
は
、

管
見
の
限
り
聖
宗
朝
よ
り
以
前
の
も
の
を
検
出
で
き
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
運
前
半
期
に
は
斡
魯
采

が
所
属
州
際
を
管
轄
し
、
聖
宗
朝
以
降
、
植
密
院
が
斡
魯
采
所
属
州
豚
を
管
轄
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
は
鳥
田
正
郎
、

田
村
賞
造
氏
な
ど
が
論
じ
ら
れ
た
、
聖
宗
朝
を
境
と
し
て
斡
魯
采
所
属
州
燃
が
饗
化
を
し
た
の
を
裏
附
け
る
も
の
か
も
知
れ

な
い
。
し
か
し
、
前
節
の
考
察
に
よ
っ
て
明
か
な
よ
う
に
、
遼
の
前
中
十
期
よ
り
中
央
は
斡
魯
染
所
属
州
牒
の
人
事
を
行
い
え
た
の
で
、
早
い
時



期
か
ら
行
政
に
閲
し
で
も
中
央
と
斡
魯
采
所
属
州
豚
の
聞
に
は
直
接
の
指
揮
系
統
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
は
強
い
。
た
だ
し
、
遼
の
前
半
期

の
斡
魯
采
所
属
州
燃
に
閲
す
る
史
料
が
少
な
い
た
め
、
現
状
で
は
判
断
し
か
ね
る
。
こ
こ
で
は
、
少
な
く
と
も
聖
宗
朝
以
降
は
斡
魯
柔
か
ら
斡

魯
采
所
属
州
豚
、
植
密
院
か
ら
斡
魯
乃
木
所
属
州
燃
と
い
う
こ
つ
の
指
揮
系
統
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

(
お
)

ま
た
、
軍
事
に
閲
し
て
は
、
す
で
に
楊
若
菰
氏
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
斡
魯
采
所
属
州
懸
の
軍
も
他
の
州
牒
と
同
様
に
東
京
都
部
署

司
や
、
北
女
直
兵
馬
司
等
の
地
方
の
軍
事
機
構
の
統
制
下
に
あ
り
、
斡
魯
染
と
直
接
軍
事
的
統
属
関
係
が
あ
っ
た
と
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
ま

(
M
A
)
 

た
、
史
料
的
に
は
い
ま
の
と
こ
ろ
明
誼
が
な
い
が
、
南
京
遁
の
諸
州
で
は
藩
帥
が
私
兵
を
従
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
藩
帥
も
斡
魯
采
所
属
州
牒

の
長
官
と
し
て
赴
任
す
る
時
に
は
や
は
り
私
兵
を
従
え
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
端
は
先
程
見
た
「
随
使
」
の
者
た
ち
、
す
な
わ
ち

部
曲
の
存
在
に
よ
っ
て
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
c

い
ず
れ
に
し
て
も
、
軍
事
に
関
し
て
は
、
斡
魯
采
所
属
州
豚
は
他
の
州
豚
、
特
に
藩
鎮

髄
制
の
影
響
を
受
け
て
い
る
南
京
・
西
京
遁
方
面
の
州
牒
と
差
異
は
な
い
と
い
え
る
。

財
政
か
ら
見
た
斡
魯
染
所
属
州
牒
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つ
ぎ
に
財
政
面
か
ら
斡
魯
来
所
属
州
燃
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
径
役
に
閲
し
て
は
、
斡
魯
染
所
属
州
燃
に
は
各
斡
魯
采
に
釣
す
る
役

(
お
)

の
負
婚
が
あ
っ
た
こ
と
が
楊
若
被
氏
に
よ
っ
て
論
誼
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
貼
に
閲
し
て
は
他
の
州
懸
と
明
か
に
異
な
る
も
の
と
い
え
る
。
問
題

は
、
租
税
の
負
携
に
つ
い
て
で
あ
る
。
遼
の
州
豚
と
財
政
の
閥
係
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
史
料
は
、
『
武
渓
集
』

一
八
「
契
丹
官
儀
」

(以
下

「
契
丹
官
儀
」
と
略
稽
す
)
の
記
事
で
あ
る
。

胡
人
司
舎
の
官
、
燕
京
に
三
司
使
を
置
く
と
難
も
、
惟
だ
燕
、
刻
、
添
、
易
、
檀
、
順
位
一寸
の
州
の
銭
白
巾
を
掌
る
の
み
。
又
た
卒
州
に
銭
吊

司
を
置
き
、
昔
、

深
等
の
州
鷲
に
属
す
。
中
京
に
度
支
使
を
置
き
、
宜
、
覇
等
州
駕
に
殺
す
。
山
後
に
轄
運
使
を
置
き
、
雲
、
態
等
の
州

駕
に
隷
す
。
使
を
置
く
こ
と
殊
に
す
と
難
も
、
其
の
賓
各
お
の
方
域
を
分
ち
、
其
の
出
納
を
董
す
な
り
。
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楊
若
蔽
氏
は
、
こ
の
史
料
に
斡
魯
来
所
属
州
蘇
も
そ
の
他
の
州
豚
と
同
様
に
財
政
官
鷹
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
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斡
魯
采
所
属
州
豚
と
そ
の
他
の
州
豚
の
聞
に
差
異
が
無
か

っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
史
料
の
み
で
こ
の
よ
う
な
判
断
を
下
す
こ
と

は
で
き
な
い
。

『三
朝
北
盟
曾
編
』

一
回、

富一
利
五
年

(
一
一二一

一)一一
月
九
日
の
係

(以
下
「
南
京
曾
計
」
と
略
構
す
)
に
下
記
の
よ
う
な
、
南
京
の
収
入
の

統
計
が
あ
る
。

燕
京
管
下
の
州
鯨
出
す
所
の
物
色
勘
舎
し
て
到
る
在
京
三
司
制
置
司
の
各
お
の
管
随
せ
る
院
務
課
程
銭
を
察
し
、
及
び
都
す
る
所
の
人
戸

の
輸
納
せ
る
税
色
を
折
算
し
、
見
値
の
市
債
に
約
す
に
依
る
に
、
銭
共
に
五
百
四
十
九
高
二
千
九
百
六
貫
八
百
文
、
課
程
銭

一
百
二
十
寓

八
千
四
百
十
六
貫
、
税
物
銭
四
百
二
十
八
寓
四
千
八
百
六
十
貫
八
百
文
と
倣
す
。
三
司
計
四
百
九
十
一
寓
三
千
一
百
二
十
貫
文
、
内
に
房

銭
認
雑
銭

一
百

一
十
五
高
八
千
七
百
九
十
八
貫
文
有
り
、
是
れ
院
務
の
課
程
銭
、
権
、
氷
雨
盟
院
合
し
て
盟
を
栓
る
こ
と
二
十
二
蔦
碩
、
合

し
て
貰
銭
三
十
九
高
貫
文
、
諸
院
務
静
責
せ
る
随
色
の
課
程
銭
合
し
て
四
十
三一
寓
コ
一千
二
百

一
十
二
貫
文
、
三
百
七
十
五
寓
四
千
四
百
二

十
二
貫
是
れ
人
戸
の
税
組
の
正
銭
た
り
。
制
置
司
の
計
五
十
七
寓
九
千
六
百
八
十
七
貫
八
百
文
、

五
十
三
高
四
百
三
十
八
貫
八
百
文
是
れ
官
民
の
税
銭
た
り
。

四
寓
九
千
三
百
四
十
八
貫
是
れ
課
程
銭
、
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「
南
京
曾
計
」
は
遼
人
の
残
し
た
、
遼
の
財
政
を
詳
細
に
記
録
し
た
唯

一
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
史
料
は
遼
末
期
の
も
の
で
あ
り
、

遼
の
財
政
の
最
終
的
な
形
を
示
す
も
の
と
し
て
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
史
料
は
、

金
が
陥
落
さ
せ
た
南
京
の
宋
へ
の
引
き
渡
し
交
渉
の
時
に
、
金
が
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
南
京
の
歳
入

額
か
ら
、
金
は
宋
に
百
高
買
の
歳
幣
を
要
求
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
金
は
歳
幣
額
を
よ
り
多
く
要
求
す
る
た
め
に
、
南
京
の
歳
入
を
多
く
見
積

っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
史
料
の
数
字
が
ま

っ
た
く
意
味
を
な
さ
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
数
字
は
史
料
中
に
「
及
び
お
す
る

所
の
人
戸
の
輪
納
せ
る
税
色
を
折
算
し
、
見
値
の
市
慣
に
約
す
に
依
る
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
貰
際
に
徴
収
さ
れ
た
銭
物
を
銭
に
換
算
し
た
も

の
で
あ
る
。
換
算
の
結
果
提
示
さ
れ
た
数
値
は
遼
の
賓
情
を
倖
え
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
「
南
京
曾
計
」
の
数
字
を
、
ま
っ
た
く
で
た

ら
め
な
も
の
と
し
て
退
け
る
必
要
は
な
い
。
以
上
に
述
べ
た
こ
と
に
留
意
し
て
、
「
南
京
曾
計
」
に
つ
い
て
分
析
を
し
て
み
よ
う
。



「
南
京
曾
計
」
で
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
は
、
三
司
の
歳
入
に
占
め
る
課
程
銭
の
割
合
と
制
置
司
の
歳
入
に
占
め
る
課
程
銭
の
割
合
の
遣
い

で
あ
る
。
前
者
が
ほ
ぼ
二
四
%
、
後
者
が
ほ
ぼ
九
%
と
な
り
、
前
者
に
比
べ
て
後
者
の
数
値
が
二
分
の
一
以
下
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目

す
べ
き
は
、
「
南
京
曾
計
」
で
は
盟
院
の
枚
入
を
全
て
三
司
の
牧
入
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
盟
を
制
置
司
所
管
の
人
戸
に
貰
ら
な

い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
同
一
地
域
内
で
管
轄
官
臆
の
遣
い
に
よ
り
盟
法
が
異
な
る
と
い
っ
た
複
雑
な
権
盟
制
度
が
あ
っ
た
可
能

(
お
)

性
は
少
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
制
置
司
所
管
の
人
戸
に
封
し
て
貰
っ
た
盟
の
代
償
は
、

三
司
の
牧
入
と
な
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
制
置
司
の
課
程
銭
牧
入
の
割
合
が
低
い
の
は
、
制
置
司
所
管
の
人
戸
に
課
せ
ら
れ
た
課
程
銭
の

一
部

(少
な
く
と
も
権
盟
枚
入
)

が
三
司
の
牧
入
に
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
契
丹
官
儀
」
で
は
、
南
京
の
財
政
は
三
司
の
管
轄
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
南
京
曾
計
」
に
は
三
司
と
と
も
に
制
置

司
が
財
政
官
鷹
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
制
置
司
と
は
ど
の
よ
う
な
官
鷹
な
の
か
見
て
お
こ
う
。

(

刊
日

)

楊
若
積
氏
は
、
制
置
司
と
は
す
な
わ
ち
提
轄
司
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
提
轄
司
が
行
宮
の
官
で
あ
る
こ
と
は

『遼
史
』
四
五
百
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官
志
一
、
北
面
宮
官
の
僚
に
斡
魯
采
の
属
官
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
提
轄
司
は
州
燃
の
戸
籍
に
属
さ

な
い
(
つ
ま
り
斡
魯
染
の
控
制
を
直
接
受
け
る
)
人
戸

(主
に
漢
人

・
激
海
人
)
を
統
治
す
る
機
関
で
あ
る
こ
と
が
、
津
田
左
右
吉
氏
、
楊
若
破
氏
に

(ω
)
 

よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
制
置
司
の
枚
入
は
斡
魯
采
の
収
入
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
南
京
の
制
置
司
と
三
司
の
財
政
の
関
係
か
ら
、
提
轄
司
所
属
戸
(
つ
ま
り
斡
魯
采
所
属
戸
)
と
い
え
ど
も
、
専
責
盟
等
の
課
程
銭
は
地

方
の
財
政
機
開

会一
司
)
に
納
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、

『遼
史
』
三
七
地
理
志

一
に
「
頭
下
軍
州
:
:
:
官
位
九
品
の
下
、
井
邑

商
買
の
家
に
及
ぶ
ま
で
、
征
税
各
お
の
頭
下
に
蹄
し
、
唯
だ
酒
税
の
み
上
京
盟
銭
司
に
課
納
す
」
と
み
え
る
よ
う
な
、
臣
下
の
私
領
・
私
民
で

あ
る
と
さ
れ
る
頭
下
箪
州
と
国
家
の
財
政
機
関
の
関
係
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

さ
て
、
提
轄
司
は
斡
魯
染
所
属
州
豚
と
ほ
ぼ
同
様
の
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
て
い
た
誼
擦
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
契
丹
官

245 

儀
」
の

「十
宮
院
制
置
司
、
奉
聖
州
、
平
州
、
亦
各
お
の
十
宮
院
司
有
り
。
檀
州
に
章
懸
宮
あ
り
、
行
唐
豚
駕
に
属
す
」
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
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こ
こ
に
い
う
十
宮
院
制
置
司
あ
る
い
は
十
宮
院
司
は
、
所
在
地
及
び
制
置
司
と
い
う
名
稀
か
ら
、
南
京
制
置
司
や
提
轄
司
を
示
す
と
考
え
て
よ

ぃ
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
提
轄
司
と
並
ん
で
、
行
唐
豚
の
章
(
彰
)
慰
宮
が
奉
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
『遼
史
』
=
二
昔

街
志

一
、
宮
衡
の
像
、
同
書
凹

O
地
理
志
四
、
檀
州
の
僚
の
記
述
か
ら
明
か
な
よ
う
に
、
行
唐
豚
は
彰
慰
宮
所
属
の
州
牒
で
あ
り
、

提
帥
将
司
の

存
在
は
確
認
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
「
契
丹
官
儀
」
は
提
絡
司
と
斡
魯
染
所
属
州
燃
を
同

一
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
契
丹
官
儀
」
は

遼
の
官
僚
か
ら
得
た
情
報
に
も
と
、つ

い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
提
轄
司
と
斡
魯
采
所
属
州
豚
に
針
す
る
こ
の
見
方
は
、
遼
の
官
僚
の
理
解

と
み
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
、
提
轄
司
と
斡
魯
采
所
属
州
燃
は
同
じ
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
斡
魯
乃
木
所
属
州
燃
に
お
い
て
も
税
牧
は

地
方
の
財
政
官
脂
肪
と
斡
魯
采
と
で
二
分
割
さ
れ
て
い
た
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
附
け
加
え
る
な
ら
、
「
南
京
曾
計
」
は
遼
末
の

史
料
で
あ
る
か
ら
、
遼
代
を
通
じ
て
斡
魯
采
は

一
般
州
際
の
税
牧
か
ら
の
再
分
割
で
は
な
く
、
直
轄
の
人
戸
(
す
な
わ
ち
斡
魯
染
所
属
州
脈
、
提

特
司
)
か
ら
の
枚
入
を
財
源
と
し
て
確
保
し
て
い
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
税
収
が
斡
魯
染
お
よ
び
地
域
の
財
政
官
騰
に
よ
っ
て
二
分
さ
れ
て
し
ま
う
斡
魯
染
所
属
州
際
の
財
政
の
あ
り
方
は
、
斡
魯
采
所
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鴎
州
豚
自
躍
の
財
政
を
著
し
く
制
限
し
た
と
み
な
し
う
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
藩
帥
た
ち
は
自
己
の
配
下
を
養
う
費
用
を
い
か
に

捻
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に

つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
。

斡
魯
来
所
属
州
牒
自
身
の
牧
入
と
し
て
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
地
方
の
税
収
か
ら
の
割
昔
、
す
な
わ
ち
留
州
、
留
使
で
あ
る
。
先
皐
に

(
位
)

よ
り
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
遼
は
唐

・
五
代
の
制
を
受
け
て
雨
税
法
を
行
な

っ
て
い
た
。
『
遼
史
』

一
二
聖
宗
紀
三
、
統
和
七

(九
八

九
)
年
二
月
甲
戊
の
僚
に
、
「
雲
州
の
租
賦
止
だ
本
遁
に
輪
す
を
請
う
、
之
に
従
う
」
と
い
う
記
事
が
み
え
る
。
こ
の
史
料
は
、
遼
に
お
け
る

雨
税
の
分
配
を
知
る
た
め
の
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
こ
の
史
料
中
の
「
止
」
の
字
を
「
や
め
る
」
と
諌
め
ば
、
雲
州
の
税
を
本
遁
す
な
わ
ち
南

京
三
司
使
司
に
迭
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。
し
か
し
、

『遼
史
』
に
お
い
て

「や
め
る
」
と
い
う
意
味
を
あ
ら
わ
す
文
字
を
検
索
し
て

み
る
と
、

ほ
と
ん
ど

「即能」

「克
」
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、

こ
の
史
料
の
場
合
も
「
止
」
の
字
は
「
た
だ
」
と
と
る
べ
き

で
あ
る
。
「
た
だ
」
と
讃
め
ば
、

三
司
の
ほ
か
に
も
税
を
迭
る
べ
き
場
所
が
あ
る
が
そ
こ
に
迭
る
の
は
や
め
る
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。
そ
う



す
る
と
、
三
司
の
ほ
か
に
税
を
迭
る
場
所
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
唐
・
五
代
の
制
度
か
ら
考
え
れ
ば
、
中
央
へ
の
上
供
と
考
え

る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
雲
州
は
節
度
州
で
あ
り
い
く
つ
か
の
支
郡
を
持

っ
て
い
た
の
で
、
遼
に
お
い
て
は
爾
税
は
際
、
刺
史
州
、
節
度
州
、

遁
(
も
う
少
し
厳
密
に
い
う
と
地
方
の
財
政
官
鷹
)
、
中
央
に
そ
れ
ぞ
れ
分
配
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
斡
魯
采
所
属
州
燃
の
場

合
、
地
方
の
財
政
官
鷹
に
封
し
て
爾
税
収
入
は
迭
ら
れ
ず
、
ま
た
、
上
供
も
斡
魯
采
に
釘
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
雲
州
の
事
例
と
は
若
干
異
な

っ
て
い
る
。

と
は
、 し

か
し
、
唐
・
五
代
に
お
い
て
留
州
・
留
使
の
額
は
必
要
最
小
限
に
お
さ
え
ら
れ
て
お
り
、
部
曲
な
ど
を
養
う
た
め
の
珠
算
を
計
上
す
る
こ

(

川
町

)

ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
藩
帥
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
私
的
な
収
入
を
得
た
。
遼
に
お
い
て
も
同
様
の
状
況
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料
が
あ
ま
り
蔑
さ
れ
て
お
ら
ず
、

具
躍
的
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
知
り
え
な
い
が
、
断
片
的
な
史
料
か
ら
そ
れ
を
垣
間
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
「
貰
師
訓
墓
誌
」
に
は
成
務
年
間

(一

O
六
五
l
七
四
年
)
頃
の
こ
と
と
し
て
、

錦
州
、
氷
山
楽
令
に
改
む
。
是
よ
り
先
、
州
帥
其
の
家
の
牛
羊
耽
馬
を
以
て
、
綜
民
に
配
し
て
畜
牧
せ
し
め
、

痔
を
調
、
人
を
動
婚
し
て
銭
物
を
取
り
、
甚
だ
姦
擾
を
矯
す
。

日
々
隷
僕
を
恋
ま
ま
に
し
て
肥

77-

と
、
錦
州
(
弘
義
宮
に
隷
す
)
の
節
度
使
が
自
分
の
家
畜
を
強
制
的
に
州
民
に
飼
育
さ
せ
、

さ
ら
に
飼
育
に
不
備
が
あ
っ
た
場
合
に
は
人
々
を

脅
し
て
銭
物
を
取
る
な
ど
し
て
、
私
財
を
増
や
し
て
い
た
こ
と
が
-
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

『遼
史
」
一
二

蓮
宗
紀

一
、
清
寧
三
年

(
一
O
五

七

一
一
一
月
庚
成
の
僚
に
、
「
職
官
の
部
内
に
お
い
て
俣
貸
、
貿
易
す
る
を
禁
ず
-
と
、
官
僚
の
利
貸
、
商
行
震
を
禁
ず
る
命
令
が
出
さ
れ
て

い
る
。
禁
令
が
あ
っ
た
の
は
、
官
僚
が
こ
れ
ら
の
行
震
を
行

っ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
ず
、
ま
た
藩
帥
た
ち
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、

『遼
史
』
二
四
遁
宗
紀
四
、
大
康
九
年

(
一
O
八
三
)
七
月
発
亥
の
僚
に
、
「
外
宮
部
内
に
銭
を
貸
し
息
を
取
る
、
及
び
使
者
民
家
に

館
す
を
禁
ず
」
と
見
え
る
こ
と
で
、

よ
り
明
瞭
と
な
る
。
禁
令
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

こ
こ
か
ら
、
藩
帥
が
利
貸
、
昔
商
に
よ
り
私
牧
を
得
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
『
宋
舎
要
輯
稿
』
蕃
夷
一

一一
回
、
契
丹
、

247 

淳
化
三
年

(九
九
二
)
十
二
月
の
僚
に
は
、
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契
丹
税
木
監
使
黄
願
、
茶
酒
監
使
張
文
秀
、
開
城
使
劉
纏
隆
、
張
類
、
各
お
の
其
の
属
を
翠
げ
て
蹄
順
す
。
冠
僻
抱
拐
を
賜
い
、
蹄
明
院

に
舎
す
。
頗
等
皆
子
越
の
族
な
り
。

と
い
う
史
料
が
み
ら
れ
る
。
末
尾
に
「
子
越
の
族
」
と
あ
る
が
、
こ
の
子
越
は
昔
時
南
京
留
守
で
あ
っ
た
耶
律
休
寄
を
指
す
。
そ
し
て
、
こ
こ

に
奉
げ
ら
れ
て
い
る
来
降
者
の
姓
名
か
ら
判
断
す
る
と
彼
ら
は
漠
人
で
あ
り
、
耶
律
休
寄
の
血
縁
者
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
彼
ら

は
耶
律
休
寄
の
部
曲
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
注
目
す
、
べ
き
は
、
南
京
留
守
(
そ
の
貸
住
は
節
度
使
で
あ
ふ
一
の
部
曲
が
、
税
木
監
使
、

茶
酒
監
使
と
い
っ
た
場
務
の
官
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
五
代
の
藩
鎖
龍
制
下
に
お
い
て
藩
帥
は
場
務
に
部
曲
を
汲
遣
し
て
課
額
以

{
M
M
)
 

上
の
牧
入
を
翠
げ
、
そ
の
増
枚
分
を
私
枚
し
て
い
た
。
上
の
史
料
は
遼
に
お
い
て
も
同
様
の
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
事

例
は
斡
魯
采
所
属
州
燃
の
も
の
で
は
な
い
が
、
藩
鎖
的
な
支
配
が
斡
魯
来
所
属
州
燃
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
類
推
し
て
、
恐
ら

く
は
同
様
の
現
象
が
み
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

は
な
は
だ
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
斡
魯
乃
木
所
属
州
懸
に
お
い
て
、
藩
帥
た
ち
は
斡
魯
采
及
び
財
政
官
聴
に
よ
る
制
約
の
な
か
で
、
直
接
行
政

一 78

を
捻
嘗
し
て
い
る
と
い
う
利
黙
を
最
大
限
生
か
し
て
自
己
の
収
入
を
得
て
い
た
こ
と
が
、
以
上
の
考
察
か
ら
う
か
が
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
収
入

は
、
藩
帥
の
個
人
的
な
目
的
に
支
出
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
唐

・
五
代
の
藩
鎮
同
様
部
曲
を
養
う
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ

、「ノ
。

四

湖
海
の
州
牒
制
と
斡
魯
呆
所
属
州
牒

最
後
に
、
斡
魯
采
所
属
州
牒
と
激
海
の
州
豚
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
表
面
的
な
制
度
に
閲
し
て
、

日
野
開
三
郎
氏
は
爾
者

の
影
響
関
係
を
否
定
し
て
い
る
。
日
野
氏
は
激
海
で
は
同
一
地
が
州
名
と
府
名
を
同
時
に
持
ち
う
る
(
た
と
え
ば
沃
州
は
南
海
府
の
府
治
で
あ
っ
た

と が
壬ι 、

せ喧
て恒

~' ~ HI 
明実

用
し、

ら
れ
て
u、
る

の
に
劉
し
遼
で
は
そ
れ
が
な
い
こ
と
か
ら

遼
の
州
師
抑
制
は
激
海
の
そ
れ
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い



州
豚
の
枇
曾
的
な
構
造
の
面
か
ら
も
、
斡
魯
采
所
属
州
燃
と
激
海
の
制
度
と
の
影
響
関
係
は
見
出
し
が
た
い
。
激
海
の
地
方
統
治
は
、
首
領

と
呼
ば
れ
る
在
地
の
支
配
者
た
ち
を
中
央
か
ら
汲
遣
さ
れ
た
都
督
や
刺
史
と
い
っ
た
官
が
指
揮
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
在
地
の
支
配
組
織
が
解

(
幻
)

韓
さ
れ
る
こ
と
な
く
存
績
し
て
い
た
。
東
京
遁
の
一
部
に
お
け
る
溺
海
的
統
治
の
存
績
は
、
東
丹
園
蓮
徒
の
際
に
州
牒
を
そ
っ
く
り
移
動
し
た

(

川

崎

)

こ
と
に
よ

っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
斡
魯
采
所
属
州
懸
は
激
海
か
ら
の
徒
民
の
み
で
構
成
さ
れ
た
も
の
は
少
な
い
。
た
と
え
ば
、

『
遼
史
』
三
七
地
理
志
て
懐
州
の
僚
に
は
、
懐
州

(属
豚
は
二
)
の
扶
除
、
額
理
の
雨
牒
は
そ
れ
ぞ
れ
激
海
の
扶
絵
豚
、
額
理
府
の
民
を
遷

し
た
も
の
と
あ
る
。
し
か
し
、
同
僚
に
よ
れ
ば
、
懐
州
は
そ
の
後
、
河
北
の
が
け
を
も
住
ま
わ
せ
て
お
り
、
渇
海
人
、
漢
人
が
雑
居
し
て
い
る
。

他
の
州
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
斡
魯
采
所
属
州
際
の
構
成
戸
に
溺
海
人
が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
激
海
的
な
州
豚

制
を
維
持
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

以
上
よ
り
、
表
面
的
な
制
度
の
上
か
ら
も
、
一
枇
舎
の
構
成
の
面
か
ら
も
斡
魯
采
所
属
州
燃
に
釘
す
る
激
海
の
州
豚
制
の
影
響
は
さ
ほ
ど
な
か

(ω
)
 

っ
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

-79 -

お

わ

り

斡
魯
采
所
属
州
豚
は
斡
魯
菜
、
「
園
家
」
、
藩
鎮
の
三
者
か
ら
の
控
制
を
受
け
る
存
在
で
あ
っ
た
。
行
政
に
お
い
て
は
、
斡
魯
采
|
|
斡
魯
采

所
属
州
燃
、
植
密
院
|
|
斡
魯
采
所
属
州
牒
と
い
う
こ
つ
の
指
揮
系
統
が
あ
り
、
ま
た
、
州
懸
内
部
に
お
い
て
は
藩
帥
が
配
下
ま
た
は
親
族
を

様
々
な
役
職
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
た
か
も
自
己
の
所
領
の
よ
う
に
運
営
し
う
る
罷
制
で
あ
っ
た
。
財
政
に
お
い
て
は
、
税
牧
が
斡
魯
乃
木

と
「
国
家
」
に
そ
れ
ぞ
れ
分
配
さ
れ
る

一
方
、
藩
鎮
は
様
々
な
方
途
に
よ
り
合
法
、
非
合
法
に
牧
入
を
得
て
い
た
。
と
り
わ
け
藩
鎮
の
存
在
は
、

斡
魯
染
や
「
国
家
」
の
斡
魯
来
所
属
州
蘇
に
封
す
る
直
接
の
支
配
を
制
限
す
る
機
能
を
果
た
し
た
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
れ
ら
の
三
者
は
遼

一
代
を
通
じ
て
斡
魯
采
所
属
州
豚
に
針
し
て
閲
係
し
績
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
初
期
よ
り
「
国
家
」
が
斡
魯
染
所
属
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州
懸
の
人
事
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
斡
魯
采
と
「
園
家
」
に
よ
る
税
収
の
分
配
が
末
期
ま
で
確
認
さ
れ
る
こ
と
、
後
半
期
に
お
い
て
も
藩
帥
の
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部
曲
が
州
燃
の
役
職
に
つ
い
て
い
た
こ
と
、
な
ど
か
ら
確
認
さ
れ
る
(
も
ち
ろ
ん
、

三
者
の
斡
魯
染
所
属
州
豚
に
釘
す
る
関
係
の
強
弱
は
、
時
期
や
地

域
に
よ

っ
て
消
長
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
)
。
こ
れ
は
、
前
半
期
の
斡
魯
染
所
属
州
懸
を
私
領
と
み
な
す
傾
向
に
あ
る
従
来
の
見
解
に
再
考
を
う
な

が
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
斡
魯
采
と
所
属
州
燃
の
開
係
を
ほ
と
ん
ど
認
め
な
い
楊
若
桜
氏
の
所
説
に
釘
し
で
も
修
正
を
、
つ
な
が
す
も
の
で

あ
る
。

従
来
、
遼
に
お
け
る
藩
鋲
の
存
在
は
、

(
町
川
)

ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
斡
魯
采
所
属
州
燃
に
お
い
て
も
南
京

・
西
京
遁
と

同
様
、
藩
銀
鵠
制
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、
遼
代
史
あ
る
い
は
一

O
世
紀
以
降
の
東
ア
ジ
ア
史
の
研
究
に
新
た
な
硯
黙
を
提
示
し
う

る
。
第
一
に
、
遼
に
お
い
て
藩
鎮
髄
制
の
影
響
が
贋
汎
に
及
ん
で
い
る
こ
と
は
、
藩
鎖
韓
制
に
つ
い
て
議
論
す
る
場
合
に
遼
の
藩
鎮
を
無
視
で

き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
来
の
藩
鎮
研
究
は
唐
宋
饗
革
の
文
脈
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
宋
代
を
蹄
着
黙
と
し
て
議
論
が
進
め
ら
れ
、

そ
こ
で
は
遼
の
存
在
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
遼
を
饗
革
の
も
う
一
つ
の
蹄
着
勃
と
し
て
考
え
、
そ
の
結
果
生
み
出
さ
れ
た
枇
曾

・
経

済
に
藩
鎖
髄
制
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
輿
え
た
の
か
を
分
析
し
、

そ
の
結
果
か
ら
従
来
の
藩
鎖
韓
制
の
研
究
(
と
く
に
唐
末
・
五
代
)
を
再
検
討

80ー

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
以
前
か
ら
の
筆
者
の
繭
貼
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
改
め
て
確
認
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
第
二
に
、
遼
代
史
は

二
元
健
制
と
い
う
覗
黙
に
よ
っ
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
有
数
な
方
法
論
で
あ
る
が
、
本
来
多
様
な
は
ず
の
諸
事
象
が
中
園

(農

耕
)
的
な
も
の
と
契
丹
(
遊
牧
)
的
な
も
の
の
二
要
素
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
、
あ
る
い
は
雨
者
を
封
立
さ
せ
て
考
え
て
し
ま
い
が
ち
に
な
る

(
臼
)

と
い
う
問
題
黙
を
内
包
し
て
い
る
。
斡
魯
采
所
属
州
豚
の
議
論
も
、
や
は
り
こ
の
問
題
か
ら
逃
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
前
速
の
ご
と
く
、
斡
魯

染
所
属
州
牒
は
皇
帝
等
の
私
領
で
あ
る
か
、
「
国
家
」
の
支
配
下
に
あ
る
の
か
と
い
う
観
黙
か
ら
分
析
が
な
さ
れ
て
き
た
。
皇
帝
等
の
私
領
と

し
て
規
定
さ
れ
る
場
合
、
「
北
ア
ジ
ア
民
族
特
有
の
制
度
と
し
て
存
在
す
る
頭
下
州
・
軍
が
君
主
権
を
通
じ
て
特
殊
化
さ
れ
た
も
の
」
と
さ
れ
、

「
国
家
」
の
支
配
下
に
あ
る
と
す
る
場
合
、
南
極
密
院
所
属
の
州
燃
す
な
わ
ち
「
そ
の
形
態
・
賓
質
共
に
、
支
那
の
州
燃
と
異
な
ら
な
い
」
も

の
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
皇
帝
等
の
私
領
は
契
丹
的
、
「
圃
家
」
は
中
国
的
な
要
素
に
そ
れ
ぞ
れ
還
元
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
指

摘
し
た
通
り
、
契
丹
人
有
力
者
が
斡
魯
染
所
属
州
豚
に
節
度
使
な
ど
と
し
て
赴
任
し
、
そ
こ
で
藩
鎖
的
な
支
配
を
行
い
え
た
こ
と
は
、

皇
帝
と



を
加
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
遼
の
藩
鎮
の
研
究
は
、

契
丹
人
有
力
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
従
来
の
見
解
に
再
検
討
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
藩
鎮
を
介
し
て
契
丹
枇
舎
に
つ
い
て
検
討

い
う
ま
で
も
な
く
中
園
枇
舎
に
つ
い
て
の
考
察
も
求
め
ら
れ
、
二
元
睦
制
の
議
論
に
お
け

る
二
要
素
を
線
合
的
に
検
討
し
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
遼
の
藩
鎮
に
つ
い
て
の
検
討
は
筆
者
の
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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註(
1
)

遼
代
史
研
究
の
現
状
と
問
題
結
に
つ
い
て
は
杉
山
正
明
「
日
本
に

お
け
る
遼
金
元
時
代
史
研
究
」

(
『中
国
|
|
枇
曾
と
文
化
』

一一一
、

一
九
九
七
)
を
参
照
。

(
2
)

本
稿
で
は
藩
銀
を
、
地
域
内
の
軍
事
・
行
政
に
つ
い
て
、

ニ
疋
程

度
分
権
的
な
傾
向
を
持
つ
(
あ
る
い
は
持
ち
う
る
)
地
方
権
力
と
規

定
す
る
。
ま
た
、
そ
の
長
官
で
あ
る
節
度
使

・
刺
史
な
ど

(藩
帥
)

は
私
兵
や
家
臣
を
有
す
る
こ
と
が
、
そ
の
指
標
と
な
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
私
兵
・
家
臣
を
部
曲
と
稽
す
。
部
曲
の

諾
は
法
制
上
の
身
分
を
表
す
諾
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
が
、
唐
末
・

五
代
に
お
い
て
は
本
稿
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
よ
う
で

あ
る
。
部
曲
の
語
義
に
つ
い
て
は
漬
口
重
園

『唐
王
朝
の
賎
人
制

度
』
(
東
洋
史
研
究
舎
、

一
九
六
六
)
、
宮
崎
市
定
「
部
曲
か
ら
佃
戸

へ
」
(
『宮
崎
市
定
全
集

(一一

)』
岩
波
書
庖
、
一
九
九
二
。
初
出

一
九
七

二
、
堀
敏
一

「陪
唐
の
部
曲
・
客
女
身
分
を
め
ぐ
る
諸
問

題
」
(
『中
園
古
代
の
身
分
制
|

|
良
と
賎
』
汲
古
書
院
、

一
九
八

七
)
、
日
野
開
三
郎
「
五
代
史
概
説
」
(
『日
野
開
三
郎
東
洋
史
問
晶
子
論

集

合
乙
」
=
二
書
房
、

一
九
八

O
)
二
四
五
|
二
五

一
頁
な
ど
を

参
照
。

(
3
)

務
鋲
健
制
の
繕
承
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
迭
の

『燕
雲
一十
六
州
』
支

配
と
務
鋲
値
制
|
i
岡
京
遁
の
兵
制
を
中
心
と
し
て
|
|
」

(『早
稲

田
大
撃
大
祭
院
文
肇
研
究
科
紀
要
』
哲
挙

・
史
拳
編
、
別
所
二
て

一
九
九
五
)
、
ま
た
東
京
遁
と
湯
海
に
つ
い
て
は
同
「
東
丹
園
と
東

京
這
」
(『
史
滴
」
一

八
、
一
九
九
六
)
参
照
。

(
4
)

斡
魯
采
は
モ
ン
ゴ
ル
語
・
ト
ル
コ
語
で
宮
帳
を
意
味
す
る

2
岳、

O
三
回
の
音
誇
で
あ
る
。
本
稿
で
は

「斡
魯
染
」
の
語
は
も
っ
ぱ
ら

遼
の
そ
れ
を
さ
す
も
の
と
し
て
用
い
る
。

(
5
)

津
田
左
右
士
口
「
遼
の
制
度
の
二
重
健
系
」
(
『津
田
左
右
吉
全
集

ご
二
)
』
岩
波
書
庖
、
一
九
六
回
。
初
出
一
九

一
八
)、

箭
内
亙

「
元
朝
斡
耳
采
考
」
(
『蒙
古
史
研
究
」
万
江
書
応
、
一
九
三
O
。
初

出

一
九
二
O
)
、
島
田
正
郎

『遼
代
枇
曾
史
研
究
』
巌
南
堂
書
庖
、

一
九
七
八
。
初
版

一
九
五
二
、
三
和
書
庖
)
、

田
村
賓
造
「
徒
民
政

策
と
州
懸
制
の
成
立
」

(『
中
園
征
服
王
朝
史
の
研
究

(上
)』
東
洋

史
研
究
舎
、

一
九
六
回
。
初
出

一
九
四

O
)
、
陳
遮
「
頭
下
考
」

(『歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
八

|
三一
、

一
九
三
九
)
な
ど
を
参
照
。

そ
の
他
本
稿
で
奉
げ
る
斡
魯
染
に
関
す
る
諸
研
究
の
大
字
は
、
斡
魯

乃
木
所
属
州
豚
が
斡
魯
采
の
主
の
私
領

・
私
民
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に

議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

(
6
)

島
田
氏
や
田
村
氏
は
州
牒
の
成
立
事
情
に
よ

っ
て
州
牒
を
分
類
し

- 81-
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た
た
め
に
、
奉
陵
州
に
針
し
て

一
項
目
を
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、

貧
際
に
は
奉
陵
州
は
全
て
斡
魯
采
に
腐
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は

斡
魯
采
所
属
州
燃
と
し
て

一
括
し
て
扱
う
。

(
7
)

闘
家
は
明
確
に
は
規
定
し
が
た
い
概
念
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
遼

朝
の
領
域
内
の
政
治
を
運
営
す
る
機
構
の
う
ち
、
よ
り
公
的
な
方
向

性
を
持
つ
部
分
を

「悶
家
」
と
定
義
し
て
お
く
。

(8
)
楊
若
桜

『契
丹
王
朝
政
治
軍
事
制
度
研
究
』
(
中
凶
枇
舎
利
泊
予
出

版
枇
、
一
九
九

二

三

九
i
六
二
頁
を
参
照
。

(
9
)

拙
稿
「
遼
の
斡
魯
采
の
存
在
形
態
」

(
『
内
陸
ア
ジ
ア
史
研
究
』

一

四、

一
九
九
九
)
を
参
照
。

(
印
)

向
南
編

『遼
代
石
刻
文
編
』
(
河
北
教
育
出
版
祉
、

一
九
九
五
)

所
枚
。
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
、
遼
代
の
墓
誌
等
の
石
刻
の

引
用
は
向
者
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

(
日
)

北
府
宰
相
は
世
選
に
よ
り
悶
男
帳
の

一
族
の
者
が
任
じ
ら
れ
る
の

が
通
例
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
挑
従
吾
「
説
遼
朝
契
丹
人
的

世
選
制
度
」
(
「
東
北
史
論
叢

(上
)
』
正
中
書
局
、

一
九
五
九
)
、
島

旧
正
郎

「宰
相
府
」
(
「
遼
朝
官
制
の
研
究
』
創
文
枇
、
一
九
七
八
。

初
出

一
九
六
七
)
を
参
照
。

(
ロ
)

『
通血ハ』

一
五
選
泰
一一一
に
「
五
品
以
上
皆
制
授
。
六
品
以
下
、
守

五
品
以
上
及
覗
五
品
以
上
、
皆
勅
綬
。
凡
制
、
勅
授
及
加
拝
、
山
首
宰

司
進
擬
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
唐
後
半
期
に
な
る
と
制
授
の
封
象
と

な
る
官
品
の
場
合
で
も
、
勅
授
が
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
劉偶稿

文
が
本
来
そ
の
封
象
で
は
な
い
太
原
予
な
ど
の
官
の
任
命
に
勅
授
が

用
い
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
勅
授
に
つ
い
て
は
内
藤

乾
吉
「
敦
燈
出
土
の
庖
騎
都
尉
秦
元
告
身
」

(『
中
図
法
制
史
考
誼
』

有
斐
問
、
一
九
六
二
一。

初
出
一
九
三一一一
)

五

一

六

O
頁
、
大
庭
筒

「
唐
告
身
の
古
文
書
向
学
的
研
究
」

(
『
西
域
文
化
研
究

さ
一
)
』
法
裁

館、

一
九
六
O
)
二
九

一ーー二
九
三一頁
な
ど
を
参
照
。

(日
)

『
遼
史
』
三
八
地
理
志
二
、
洛
州
の
僚
を
参
照
。
ま
た
、
所
属
の

印
刷
先
更
は
敦
陸
宮
設
置
時
に
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
情
に

つ
い
て
は
拙
稿
前
掲
「
遼
の
斡
魯
采
の
存
在
形
態
」
三
二

三
三
頁

を
参
照
。

(
H
H
)

墓
誌
に
は
「
於
嘗
年
六
月
二
十
五
日
残
於
行
朝
西
南
五
里
之
隅
、

春
秋
六
十
有
五
。
一

子

一
孫
、
扶
護
霊
輿
、
来
蹄
故
里
。
以
二
十
六

年
二
月
十
七
日
、
葬
於
覇
州
西
北
隅
」
と
み
え
、
務
州
が
常
運
化
の

故
郷
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

(
日
)
島
田
正
郎
「
三
省
」
(
前
掲
『
遼
朝
官
制
の
研
究
』
所
枚
。
初
出

一
九
六
八
)
四

O
九
百
円
を
参
照
。

(
日
)

孫
図
棟
「
宋
代
官
制
楽
乱
在
唐
制
的
根
源
」

(『
唐
宋
史
論
叢

(増

訂
版
)」

商
務
院
書
館
、
二

0
0
0
)
一
九
八

一
九
九
頁
を
参
照
。

(
口
)
「
李
内
貞
墓
誌
」
の
原
碑
は
現
存
せ
ず
、
し
か
も
抄
録
も
碑
文
の

抜
粋
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
李
潔
の
官
衡
の
記
録
が
不
完
全
な
可

能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
兄
た
ち
は
い
ず
れ
も
、
賓
際
の
差
遣、

寄
緑
官
、
散
官
、
検
校
官
、
憲
街
、
動
官
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
考
え
る
と
、
李
環
に
つ
い
て
も
記
録
の
不
備
は
な
い
と
見
て
よ
か

ろ、っ
。

(
時
)
藩
鋲
健
制
下
に
お
け
る
幕
職
官
の
僻
召
に
つ
い
て
は
、
磁
波
護

「中
世
貴
族
制
の
崩
壊
と
僻
召
制

l
l
牛
李
の
簸
争
を
手
が
か
り
に

|
|
」
(
『
唐
代
政
治
枇
曾
史
研
究
』
同
朋
舎
、
一
九
八
六
。
初
出

一

九
六
一一)
、
同
「
唐
代
使
院
の
僚
佐
と
僻
召
制
」
(
『唐
代
政
治
祉
曾
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史
研
究
』
同
閥
舎
、
一
九
八
六
。
初
出
一
九
七
三
)
、
前
掲
日
野
開

三
郎
「
五
代
史
概
説
」
、
松
浦
典
弘
「
唐
代
後
宇
期
の
人
事
に
お
け

る
幕
職
官
の
位
置
」
(
『
古
代
文
化
」
五
O
|
一
て
一

九
九
八
)
、

渡
透
孝
「
中
晩
唐
期
に
お
け
る
官
人
の
幕
職
官
入
仕
と
そ
の
背
景
」

(
『中
唐
文
学
の
視
角
」
創
文
紅
、
一
九
九
八
)
、
同
「
唐
後
竿
期
の

藩
鋲
辞
召
制
に
つ
い
て
の
再
検
討
1
1
准
南
・
掛
川
西
藩
鋲
に
お
け
る

幕
職
官
の
人
的
構
成
な
ど
を
手
が
か
り
に
|
|
」
(
『東
洋
史
研
究
』

六
O
l
て
二
O
O
二
な
ど
を
参
照
。

(日
)
周
藤
士
ロ
之
「
五
代
節
度
使
の
支
配
値
制
」
(
『宋
代
経
済
史
研
究
』

東
京
大
挙
出
版
舎
、
一
九
六
二
。

初
出
、

一
九
五
二
)
を
参
照
。

(
初
)
「
鄭
士
安
貧
録
銘
記
」
に
、
天
慶
八
年
(
一
一

一
八
)
に
浸
し
た

鄭
土
安
が
長
期
間
添
州
の
街
職
を
つ
と
め
左
都
押
街
で
出
職
し
た
と

記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
術
職
は
職
役
と
み
ら
れ
(
向
南
編

前
掲

『遼
代
石
刻
文
編
』
六
七
五
頁
)
、
遼
末
ま
で
に
は
職
役
へ
の

特
化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(幻
)
朱
子
方
「
従
洛
陽
塔
神
間
舎
利
塔
石
函
銘
文
看
遼
代
藩
州
的
居
民
」

(『文
史
研
究
』
一

九
八
七
1

て
一
九
八
七
)
に
も
採
録
。
た
だ

し
、
向
南
編
前
掲

『遼
代
石
刻
文
編
』
と
と
も
に
抄
録
で
あ
る
。

(幻
)
藩
鎮
の
支
配
機
構
に
つ
い
て
は
周
藤
吉
之
前
掲
「
五
代
節
度
使
の

支
配
鰻
制
」
、
厳
耕
望
「
唐
代
方
鋲
使
府
僚
佐
考
」
(
『唐
史
研
究
叢

稿
』
香
港

・
新
亙
研
究
所
、

一
九
六
九
)
を
参
院
…。

(お
)
周
藤
士
口
之
前
掲
「
五
代
節
度
使
の
支
配
健
制
」
を
参
照
。

(M
)

「
洛
陽
無
垢
瀞
光
舎
利
塔
石
函
記
」
は
耶
律
庶
幾
が
海
州
節
度
使

の
時
の
も
の
で
あ
る
。
現
在
全
文
の
稗
文
は
後
表
さ
れ
て
お
ら
ず
、

ま
た
筆
者
は
原
石
、
拓
本
を
見
る
機
舎
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、

不
明
な
貼
も
あ
る
が
、
現
在
知
り
う
る
限
り
で
は
、
「
耶
律
庶
幾
墓

誌
」
と
共
通
す
る
人
物
は
見
出
せ
な
い
。
た
だ
し
爾
者
の
聞
に
は
十

数
年
の
聞
き
が
あ
る
の
で
、
墓
誌
に
記
さ
れ
た
人
物
た
ち
は
重
配
二

三
年
以
降
に
部
曲
と
な

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
洛
陽
鉦
…

垢
浄
光
舎
利
塔
石
函
記
」
に
は
二
四
名
の
劉
氏
、

二
ニ
名
の
康
氏
の

人
物
が
記
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
が
墓
誌
の
随
使
左
都
押
街
康
源
や
随

使
内
知
客
劉
作
志
に
関
係
が
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
し
、
現
時

黙
で
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

(お
)

拙
稿
前
掲
「
遼
の

『燕
雲
十
六
州
』
支
配
と
務
鋲
健
制
」
を
参
照
。

(お
)
陳
述
前
掲
「
頭
下
考
」
、
島
田
正
郎
前
掲

『遼
代
枇
曾
史
研
究
』
、

田
村
賞
造
前
掲
「
徒
民
政
策
と
州
幣
制
の
成
立
」
、
劉
浦
江
「
遼
朝

的
頭
下
制
度
輿
頭
下
軍
州
」
(
『中
園
史
研
究
』
二
0
0
0
l
て
二

0
0
0
)
、

な
ど
を
参
照
。
ま
た
、
私
城
、
頭
下
州
軍
の
所
有
は
契

丹
人
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

(
幻
)
日
野
開
三
郎
「
藩
銀
健
制
と
直
属
州
」
(
『東
洋
挙
報
』
二
五
|
二
、

一
九
三
八
)
参
照
。

ま
た
、
唐
後
宇
期
か
ら
五
代
に
か
け
て
の
刺
史

州
に
お
け
る
直
達

・
直
下
の
消
長
に
つ
い
て
は
、
鄭
嫡
俊
「
唐
後
中
ナ

期
の
地
方
行
政
健
系
に
つ
い
て
|
|
特
に
州
の
直
達
・
直
下
を
中
心

と
し
て
1

1
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
五

一
|
三
、

一
九
九
二
)
を
参
照
。

(お
)
濯
盆
柱
「
遼
代
剖
宮
戸
」
(
『歴
史
筆
報
』
五
七
、
一
九
七
一二
)一

一一一一一
ー
ー
一
二
四
頁
を
参
照
。

(却
)
武
玉
環
「
遼
代
斡
魯
染
探
析
」
(
「歴
史
研
究
』
二
0
0
0
|
二
、

二
0
0
0
)
六
二
頁
を
参
照
。

(
初
)

中
村
裕
一
「
疏
に
つ
い
て
」
(
『唐
代
制
勅
研
究
』
汲
古
書
院
、
一

九
九

一。

初
出

一
九
八
八
)
四
五
二
1

四
五
八
頁
に
よ
る
と
、
「
表
」
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ゃ
「
紋
」
が
批
答
を
加
え
ら
れ
て
提
出
人
に
返
却
さ
れ
る
な
ど
し
て

必
ず
何
ら
か
の
反
感
が
期
待
で
き
る
の
に
到
し
て
、
「
疏
」
は
皇
帝

へ
一
方
的
に
意
見
を
具
申
す
る
だ
け
で
、
内
容
の
採
否
は
皇
帝
の
判

断
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
で
、
極
諌
な
ど
の
重
要
な
場
面
に
用
い
ら
れ

る
文
書
で
あ
っ
た
。

(
幻
)

こ
れ
に
つ
い
て
は
仰
築
喚
「
遼
代
四
時
捺
鉢
考
五
編
」
(
『遼
史
叢

考
』
中
華
書
局
、

一
九
八
四
)
四
六
頁
に
言
及
が
あ
る
。
た
だ
し
、

張
柏
忠
・
孫
進
己
「
遼
代
春
州
考
」

(『
内
蒙
古
文
物
考
古
』

一
、

一

九
八
一

)
は
、
春
州
に
つ
い
て
異
説
を
唱
え
て
い
る
。

(
幻
)

『

遼
史
』
地
理
志
の
各
州
の
僚
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
三
州
は
い
ず

れ
も
軍
事
的
に
は
東
北
(
路
)
統
軍
使
の
指
揮
下
に
あ

っ
た
。

(
お
)

楊
若
桜
前
掲
「
契
丹
王
朝
政
治
箪
事
制
度
研
究
』
五
二

五
三一
頁

を
参
照
。

(
弘
)

拙
稿
前
掲
「
遼
の
『
燕
雲
十
六
州
』
支
配
と
藩
銀
鰻
制
」
を
参
照
。

(
お
)
楊
若
板
前
掲

『契
丹
王
朝
政
治
軍
事
制
度
研
山
九
』
五
七
|
五
九
頁

を
参
照
。

(
お
)
引
用
は
光
緒
四
年
刊
本
に
依
る
。
嘗
引
用
個
所
は
版
本
に
よ
り
異

同
が
あ
る
。
光
緒
三
四
年
刊
本
で
は
制
置
司
の
歳
入
に
閲
し
て

「制

置
司
計
五
十
七
寓
九
千
六
百
八
十
七
貫
八
百
文
、
官
民
税
銭
四
寓
九

千
三一
百
四
十
入
賞
、
課
程
銭
五
十
三
一
高
四
百
三
十
入
賞
八
百
文
」
と

し
て
お
り
、
光
緒
四
年
刊
本
と
税
銭
と
諜
程
銭
の
額
が
入
れ
替
わ
っ

て
い
る
。
ま
た
、
文
淵
閑
四
庫
全
書
本
は
「
制
置
司
計
五
十
七
高
九

千
六
百
八
十
七
貫
八
百
文
、
官
民
税
銭
閥

二
百
四
十
入
賞
、
閥

銭
五
十
三
高
閥
買
八
百
文
」
と
あ
り
、
依
字
が
あ
る
が
ほ
ぼ
光
緒

三
四
年
刊
本
と
同
内
容
で
あ
る
。
た
だ
し
光
緒
=一
四
年
刊
本
・
四
庫

金
書
本
で
は
計
算
が
合
わ
な
い
。
こ
の
う
ち
数
値
が
著
し
く
異
な
る

の
は
、

二
一
司
と
制
置
司
の
税
銭
、
課
程
銭
の
合
計
で
あ
る
。
光
緒
四

年
刊
本
の
数
値
で
計
算
し
た
場
合
に
は
課
程
銭
の
線
額
は

て

二

O

八
、
一
四
六
貫
、
税
銭
の
嫡
総
額
は
四
、

二
八
四
、
八
六

0
・
八
貫
と
な
り
、
数

値
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
(
計
算
上
の
課
程

銭
の
線
額
の
数
値
と
「
南
京
曾
計
」
で

の
課
程
銭
の
線
額
と
の
差
額
三
七
O
貫

が
計
算
上
の
南
京
の
総
収
入
と
史
料
上

の
そ
れ
と
の
差
額
と

一
致
す
る
こ
と
に

も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
)。

し
た
が

っ
て
、
こ
の
場
合
は
計
算
が
合
う
光
緒

四
年
刊
本
を
と
る
べ
き
と
剣
断
し
た
。

な
お
、
『
二
一朝
北
盟
舎
編
』
の
版
本
に

つ
い
て
は
陳
楽
素
「
三
朝
北
盟
曾
編
考

(
上
)
」
(
『
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』

六
|
二、

一
九
一二
六
)
二
O
四
|
二

O

五
頁
、
部
庚
銘
「
影
印
『
三
朝
北
盟
曾

編
』
序
」
(
『三
朝
北
盟
曾
編
』
上
海
古

籍
出
版
壮
、

一
九
八
七
)
を
参
照
。

(
幻
)
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
遼
の

三
司
は
南
京
一
帯
の
財
政
を
つ
か
さ
ど

る
、
地
方
の
財
政
機
関
で
あ
る
。
前
引

の
「
契
丹
官
儀
」
お
よ
び
松
田
光
次

「
遼
代
経
済
官
腐
の
一
考
察
」
(
「
東
洋

光緒三四年刊本・四庫全書本「南京曾計Jの数値

課程銭 税物(税銭) 計算上の合計

司 1，158，798.。貫 3，754，422.0貫 4，913，120.0貫

制置司 530，438.8貫 49，384.0貫 579、687.8貫

計算上の合計 1，689，236.8貰 3，803，770.0貫 5、493，276.8貫

「南京舎計」の合計数 1，208，416.0貫 4，284，860.8貫 5，493，278.8貫

表 2

- 84一



255 

史
苑
』
一

O
、
一
九
七
六
)
、
向
南

・
楊
若
穣
「
遼
代
経
済
機
構
試

探
」
(
『文
史
」
一
七
、
一
九
八
九
)
な
ど
を
参
照
。

(
お
)
遼
の
権
盟
制
度
に
つ
い
て
は
、
松
田
光
次
「
遼
の
椎
堕
法
に
つ
い

て
」
(
『龍
谷
史
壇
』
七

O
、
一
九
七
五
)
を
参
照
。

(
ぬ
)
楊
若
被
前
掲

『契
丹
王
朝
政
治
軍
事
制
度
研
究
』
六
九
七

O
頁

を
参
照
。
楊
若
穣
氏
は
、

『遼
史
』
一

O
五
馬
人
望
俸
の
「
遷
南
京

諸
{
呂
提
轄
制
置
」
あ
る
い
は
「
馬
直
温
妻
張
舘
墓
誌
」
の
「
諸
宮
提

轄
制
置
使
李
賂
訓
男
石
」
と
い
っ
た
、
制
置
と
提
轄
を
連
稽
し
て
い

る
事
例
を
指
摘
し
、
そ
こ
か
ら
制
置
司
は
提
轄
司
と
同
じ
官
腐
を
示

す
と
結
論
し
て
い
る
。

(ω)
津
田
左
右
吉
前
掲
「
遼
の
制
度
の
二
重
鰻
系
」
、
楊
若
干
微
前
掲

『契
丹
王
朝
政
治
軍
事
制
度
研
究
」
を
参
照
。
た
だ
し
、
提
轄
司
所

属
の
人
戸
の
居
住
地
に
閥
し
て
は
、
雨
氏
の
意
見
が
異
な
る
。
津
田

氏
は
管
術
志
に
記
載
さ
れ
て
い
る
提
轄
司
の
所
在
地
と
、
諮
問
崎
人
戸

の
居
住
地
が
同
一
と
考
え
て
い
る
の
に
封
し
、
楊
氏
は
雨
者
は
必
ず

し
も
一
致
せ
ず
、
提
轄
司
の
所
在
地
と
し
て
は
南
京
遁
方
面
が
摩
倒

的
に
多
い
が
、
所
属
人
戸
の
居
住
地
は
む
し
ろ
東
京

・
上
京
・
中
京

の
三
遁
に
集
中
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
楊
氏
は

(
1
)
『
遼
史
』

地
理
志
に
見
え
る
上
記
三
遁
の
各
州
懸
の
建
置
を
見
る
と
、
「
提
轄

司
戸
を
以
て
置
く
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い

(
2
)
東
京

遁
に
あ
る
信
州
の
建
置
の
記
事
に
、
「
卒
州
提
轄
司
の
戸
を
析
し
た
」

(
『遼
史
』
三
八
地
理
志
二
)
と
あ
り
、
あ
る
い
は
上
京
遁
に
属
す

定
務
賂
や
保
和
懸
が
東
京
提
轄
司
の
人
戸
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
り

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
提
轄
司
の
所
在
地
と
所
属
人
戸
の
居
住
地
が

明
か
に
遣
う
こ
と
を
示
す

(
3
)
文
忠
王
府
所
属
の
州
豚
で
あ
っ
た

東
京
遁
の
宗
州
が
後
に
提
轄
司
に
所
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
文

忠
王
府
の
提
轄
司
は
東
京
に
は
な
い
、
と
い
う
三
鈷
を
根
擦
と
し
て

い
る
。

筆
者
は
津
田
設
を
支
持
す
る
が
、
そ
の
根
擦
を
示
し
て
お
こ
う
。

(
l
)
提
轄
司
の
戸
を
以
て
州
を
増
置
し
た
た
め
に
、
東
京
以
下
の

三
道
の
提
轄
司
が
減
少
し
た
と
考
え
ら
れ
る

(
2
)
『
遼
史
』
一-一
九

地
理
志
二
一
、
隈
州
の
僚
に
「
聖
宗
括
帳
戸
遷
信
州
、
大
雲
不
能
進
、

建
城
於
此
、
置
駕
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
際
州
は
現
在
の
錦
州
市

附
近
に
あ
っ
た
州
で
あ
る
が
、
こ
の
州
を
経
由
し
て
信
州
に
向
か
う

と
す
れ
ば
、
出
後
黙
は
限
州
よ
り
西
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
卒
州

に
居
住
す
る
卒
州
提
轄
司
戸
を
信
州
に
徒
民
す
る
こ
と
は
十
分
考
え

ら
れ
る

(
3
)
提
轄
司
は
「
南
京
曾
計
」
に
見
え
る
よ
う
に
、
財
政

官
官
暗
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
。
そ
し
て
、
提
轄
司
の
所
在
地
は
南

京

・
西
京
遁
と
い
う
遼
に
お
け
る
経
済
先
進
地
域
で
あ
る
。
以
上
の

三
黙
を
考
え
合
わ
せ
る
と
提
轄
司
が
東
京
・

上
京
遁
の
州
肝
怖
を
構
成

し
え
な
い
小
集
落
か
ら
牧
入
を
得
た
と
す
る
よ
り
、
南
京
・
西
京
遁

か
ら
得
た
と
み
る
の
が
よ
り
安
嘗
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
提
轄
司
に
つ
い
て
は
朱
子
方
「
遼
宋
提
轄
官
比
較
研
究
」

(
「
枇
倉
科
目
学
輯
刊
』
一
九
九
九
|
二
、
一
九
九
九
)
が
あ
る
。
朱

氏
の
論
は
遼
の
提
轄
司
は
「
遼
史
』
百
{
呂
志
に
み
え
る
斡
魯
染
の
提

轄
司
の
ほ
か
に
も
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
斡

魯
采
の
提
轄
司
の
理
解
は
従
来
の
見
解
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
で
は

な
し
。

(
叫
)

「
契
丹
官
儀
」
は
余
摘
が
「
凡
接
迭
館
伴
使
剛
、
客
省
、
宣
徽
、

至
門
階
戸
庭
趨
走
卒
吏
、
登
得
款
曲
言
語
、
虜
中
不
相
猪
疑
、
故
絢
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胡
人
風
俗
頗
得
其
詳
。
退
而
誌
之
、
以
補
史
之
閥
鴬
」
と
述
べ
る
よ

う
に
、
遼
の
官
僚
た
ち
か
ら
得
た
情
報
に
も
と
づ
い
た
記
録
で
あ
っ

た
。

(
幻
)

漆
侠
前
掲

『遼
金
夏
経
済
史
』
、
陳
遮
前
掲

「論
遼
代
的
財
政
」

な
ど
参
照
。

(
刊日
)

日
野
開
三
郎
前
掲
「
五
代
史
概
説
」
一

一一

O

一一一

四
・

二
五
八

ー
二
六
三
頁
は
、
こ
れ
ら
の
方
法
を
、

(
l
)
雨
税
な
ど
の
額
外
加

徴

(
2
)
名
目
外
枚
数

(
3
)
監
徴

(商
税
徴
牧
の
場
務
)
の
私
置

(
4
)
利
貸

(
5
)
質
庖
経
営

(
6
)
品目商

(
7
)
場
務
請
負
に
よ

る
鈴
剰
利
得

(
8
)
影
庇

(
9
)
奪
財
乾
浸

(m
)干
求
納
賄

(
日
)
私
査
の
利
息

(
ロ
)
そ
の
他
、
に
分
類
し
て
い
る
。

(
仏
)

拙
稿
前
掲
「
遼
の
「
燕
雲
十
六
州
』
支
配
と
藩
鋲
髄
制
」
を
参
照
。

(
河川
)

清
木
場
東
「
五
代
の
商
税
に
つ
い
て
1
1
1
税
場
政
策
を
廻

っ
て

|
|
」

(『
鹿
大
史
祭
』
二

O
、

一
九
七

二
)
、
日
野
開
三一
郎
前
掲

「
五
代
史
概
説
」
を
参
照
。

(
必
)

日
野
開
三
郎
「
激
海
の
扶
絵
府
と
契
丹
の
龍
州
・
黄
龍
府
」

(
『日

野
開
三
郎
東
洋
史
的
学
論
集

(一

五
)
』
=
二

書
房
、

一
九
九

一。

初

出

一
九
五一

!
一
九
五
二
)
三
一
八
五

三
八
六
頁
を
参
照
。

(
灯
)

激
海
の
地
方
統
治
に
つ
い
て
は
、
河
上
洋
「
激
海
の
地
方
統
治
鰭

制
ー

ー
一
つ
の
試
論
と
し
て
|

|
」
(
『東
洋
史
研
究
』
四
一一

一
一、

一
九
八
三
)
を
参
照
。

(
日刊
)

拙
稿
前
掲
「
東
丹
閣
と
東
京
遁
」

一一一
六
|二一
七
頁
を
参
照
。

(ω
)
斡
魯
染
所
属
州
燃
と
直
接
関
係
し
な
い
が
、
河
上
洋
「
遼
の
五
京

の
外
交
機
能
」

(「
東
洋
史
研
究
』
五
二
|
二
、
一
九
九
三
)
は
遼
の

五
京
の
外
交
機
能
を
論
じ
、
そ
れ
が
激
海
の
五
京
の
あ
り
方
を
縫
承

し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
遼
朝
が
州
鯨
を
運
営
す
る

に
あ
た
り
、
激
海
の
制
度
を
全
く
参
照
し
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

斡
魯
染
所
属
川
勝
に
つ
い
て
も
激
海
の
影
響
を
受
け
て
い
な
か

っ
た

と
断
言
は
で
き
な
い
。

(
印
)

遼
の
藩
鋲
に
つ
い
て
正
面
か
ら
取
上
げ
た
研
究
は
管
見
の
限
り
で

は
王
曾
冷
「
宋
遼
金
之
節
度
使
」(『
大
陸
雑
誌
』
八
三
|
二
、
四
、

一
九
九

一
)
お
よ
び
拙
稿
前
掲
「
遼
の

『燕
雲
十
六
州
」
支
配
と
藩

鋲
髄
制
」
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、
王
曾
稔
氏
の
研
究
は
遼
の
節
度

使
が
賓
職
を
持
つ
の
か
否
か
、
お
よ
び
州
名
と
軍
競
の
封
照
と
い
う

基
礎
的
な
史
料
の
整
理
に
と
と
ま

っ
て
い
る
。

(
日
)

た
と
え
ば
、
伊
藤
宏
明
「
唐
末
五
代
政
治
史
に
閲
す
る
諸
問
題
」

(
「
名
古
屋
大
皐
文
撃
部
研
究
論
集
』
八
六
、

一
九
八
三
一
)
一
一
一

一

頁
は

「
い
わ
ゆ
る
唐
宋
繁
革
の
歴
史
的
性
格
を
貴
族
政
治
か
ら
君
主

獅
裁
政
治
へ
の
特
換
と
と
ら
え
た
故
内
藤
湖
南
が
、
そ
の
貴
族
政
治

の
崩
壊
の

一
つ
の
素
因
を
軍
隊
制
度
、
す
な
わ
ち
藩
鋲
韓
制
に
求
め

た
こ
と
は
お
そ
ら
く
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
提
言
を

受
け
て
・
・
・
・
・
・
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
落
鋲
億
制
の
分
析
が
な
さ
れ
、

そ
の
構
造
的
特
質
が
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

っ
た
。
そ
の
中
で

唐
宋
繁
革
の
究
明
に
多
く
の
成
果
が
あ
げ
ら
れ
た
」
と
遮
べ
る
。

(
臼
)

前
者
の
問
題
は
拙
稿
前
掲

「東
丹
閣
と
東
京
遁
」
で
論
じ
た
。

(
日
)

田
村
賓
造
前
掲
「
徒
民
政
策
と
州
懸
制
の
成
立
」

二
九
O
頁
を
参

nuH
O
 

(
弘
)

島
田
正
郎
前
掲

『遼
代
枇
曾
史
研
究
」
二
二
九
頁
を
参
照
。
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united, and to explain the situation in terms of mutual inflt]ence, with the instability

of the status of the emperor hastening the factional infighting of the bureaucrats,

and simultaneously the factional infighting of bureaucrats influencing the instability

of the emperor's status would surely be ａ more valid method for grasping not only

the period of Qianfei-di but the structural characteristic of the politics of the entire

Liu-Song Dynasty.

ＯＲＤＯ斡魯采AND FANZHEN 藩鎮

Takai Yasuyuki

　　

The problem of whether the prefectures 州鵬attached to the ordo 斡魯栞

should be understood as the private property of the emperor during the Liao

dynasty is central to this study.　Previous studies of the establishment of the pre-

fectures within the ordos have been flawed by misinterpretations of source mate-

rials, and, although, the system of regional government has been the focus of

these arguments, they have failed to take ａ comparative approach and examine

closely related regions and ages, e.g. Tang, the Five Dynasties, and Bohai. This

study has attempted ａ re-examination of the prefectures of the ordos and arrived

at the following conclusions｡

　　

The prefectures of the ordo were under the control 0f three entities, the

ordo, the fanzhen 藩鎬, the regional military governor, and the national govern-

ment國家. In terms of governmental administration, there were two chains of

command, one from the ordo to the subordinate prefectures and one from the

Chancellor枢密院to the prefectures of the ordo. And, as the fanzhen held the

power to appoint and remove personnel in certain cases within his jurisdictionat

the local level within the prefectures, the system allowed him to operate almost at

win. In terms of financialadministration, tax reve皿es were splitbetween the ordo

and the national government on the one hand, and the fanzhen also employed va-

rious measures, legal and illegal,to obtain revenues. Thus the ｅχistenceof the

fanzhen, who was able to ｅχercise丘χedauthority over the prefectures of the

ordo, served to limit the direct rule of the ordo and the national government over

the prefectures of the ordo. Moreover, these three entitiesmaintained their re-

lationships with the prefectures of the ordo throughout the Liao Dynasty、 This can

be confirmed by the facts that the national government administered personnel

matters of the prefectures attached to the ordo, that it has been ascertained that

- ｊ－



the division of tax revenues between the ordo and the nationa】government con-

tinued from the early to the last stage of the dynasty, and that it is thought that

the subordinates of the regional military commander 藩帥were placed under the

authority of prefectural officesin the latter half of the dynasty｡

　　　

In conclusion, this study makes clear that prefectures attached to the ordo

were influenced by the fanzhen system, and this fact may provide several new

perspectives in the study of Liao history and that of the East Asia after the tenth

century･

THE ACTIVITIES OF THE SHANREN 山人

　　

IN THE WANLI ERA OF THE MING

Kin Bunkyo

　　

The serious social problem posed by the literatiknoｗｎａｓｓｈａｎｎｎ山人who

sold their services in the Wanli era of the late Ming had already come to the

attention of many their contemporaries, and ａ number of studies regarding them

have previously been conducted. Nevertheless, a good deal of the details of the

specificactivitiesof the shanren remains obscure. This study seeks to clarifythe

picture of the activitiesof the shanren of the period by using the“Shanren” 山人

section in the twenty-third fascicleof the Ｗα必y九励丿匹萬暦野獲編-of Shen

Defu沈徳符and also by carefully examining the description of the shanren in the

“Shenzong shilu" "紳宗青録”portion of the Ｍｉｎｇｓkilｗ明青録｡

　　

Behind the ostensible prosperity of the Wanli era, contradictions in the milit-

ary and economic situationin outlying regions deepened, while at the center inci-

dents of anonymous letters eχposing misconduct, which grew out of the confronta-

tion of the emperor and his courtiers over the crown prince, frequently occurred

and factional fightingintensified. These domestic problems and foreign troubles

brought an end to the Ming dynasty, and the activitiesof the shanren in dealing

with the ｅＣｏｎｏ皿Cproblems of the outlying regions, which were at the core of

both domestic and foreign problems, and their profound involvement with both fac-

tions involved the letter incidents at the center can be gleaned from ａreading of

the“Shenzong shilu.”Furthermore, it can be presumed that the shanren were in-

volved in the ｎｅχusof the domestic and foreign problems. The firstnote of the

shanren appeared in　ＭｉｎｇｓhilｗΥecordfor the year Wanli 12. This is not to sue-

gest that the shanren had not existed previously, but that their activitiesonly be-
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